
 
 

平成２５年度外務省政府開発援助平成２５年度外務省政府開発援助平成２５年度外務省政府開発援助平成２５年度外務省政府開発援助    

海外経済協力事業海外経済協力事業海外経済協力事業海外経済協力事業    

（本邦技術活用等途上国支援推進事業）（本邦技術活用等途上国支援推進事業）（本邦技術活用等途上国支援推進事業）（本邦技術活用等途上国支援推進事業）    

委託費「案件化調査」委託費「案件化調査」委託費「案件化調査」委託費「案件化調査」    

    

ファイナルファイナルファイナルファイナル・レポート・レポート・レポート・レポート    

 

タイ国タイ国タイ国タイ国    

食品飲料工場の生産工程における食品飲料工場の生産工程における食品飲料工場の生産工程における食品飲料工場の生産工程における    

全体最適型省エネルギー事業の全体最適型省エネルギー事業の全体最適型省エネルギー事業の全体最適型省エネルギー事業の    

案件化調査案件化調査案件化調査案件化調査    

    

    

    

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年３３３３月月月月    

（（（（２０１４２０１４２０１４２０１４年）年）年）年）    

    

    

株式会社レノバ株式会社レノバ株式会社レノバ株式会社レノバ     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本調査報告書の内容は、外務省が委託して、株式会社レノバが実施した平成２５年度外務

省政府開発援助海外経済協力事業（本邦技術活用等途上国支援推進事業）委託費（案件化

調査）の結果を取りまとめたもので、外務省の公式見解を表わしたものではありません。 

また、本報告書では、受託企業によるビジネスに支障を来す可能性があると判断される情

報や外国政府等との信頼関係が損なわれる恐れがあると判断される情報については非公開

としています。なお、企業情報については原則として２年後に公開予定です。 
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要旨 
 

第 1 章 対象国における当該開発課題の現状及びニーズの確認 

 

1－1 対象国の政治・経済の概況 

タイ政府は、外国からの投資誘致を促進するため、海外企業などの進出に対して各種の有

利な投資優遇策などの制度の拡充を進めてきた。これが成長の源泉となり、2008 年のリー

マンショックと 2011 年の大洪水という 2 度の大きなダメージ受けたものの、その後回復を

遂げ、2014 年の GDP 成長率は 4.0～5.0%となり、2013 年の 3.0％から上向く見通しとな

った。一方、2013 年末からは再び政治的混乱が発生しており、これによりさまざまな政策

課題に対する政府対応も遅れる可能性があることから、懸念事項となっている。 

 

1－2 対象国の対象分野における開発課題の現状 

タイでは工業化による経済成長が著しく、年率 6％でエネルギー需要が急増している。10

年後には需要が 2 倍になると予想されており、既に消費電力の 2 割を隣国から輸入してい

る状況である。電力供給の 9 割は天然ガスや石炭等の化石燃料に依存しており、結果とし

て、電力需給の逼迫、GHG排出量の増大、資源の枯渇と様々な問題が懸念されている。 

また、タイは東南アジア諸国の工業国の中でも電気料金が割高であり、経済成長の制約要

因となりかねない。このような状況から、産業全体のエネルギーコスト削減のため、省エネ

ルギーが喫緊の課題となっている。 

 

1－3 対象国の対象分野の関連計画、政策及び法制度 

タイでは、省エネルギー促進法が 1992 年に制定されて以降、様々な関連政策が施行され

てきた。2001 年には国家エネルギー政策委員会により「省エネルギー戦略計画（2002～

2011）」が提出されており、本計画に基づき省エネルギー促進制度（ENCONファンド）が

創設され、省エネルギー、再生可能エネルギーの促進を目的に、補助金の交付、研究開発の

支援、パイロット事業支援等に活用されている。 

 

1－4 対象国の対象分野の ODA 事業の事例分析および他ドナーの分析 

我が国の省エネルギー分野における ODA 事業として、2002 年から 2005 年にかけ「エネ

ルギー管理者訓練センタープロジェクト」を実施している。これは、エネルギー管理者及び

その指導者の養成・訓練を行うとともに、エネルギー管理者を対象とした資格試験制度を導

入することを目的に、エネルギー省の下に設置した「エネルギー管理者訓練センター

（Practical Energy Management Training Center: PEMTC）」において、かかる制度を機

能させる上で必要な制度支援と人材育成を行うものである。 

また、PEMTC で確立された研修プログラムを、エネルギー需要が急増する他の ASEAN

諸国に役立てるべく、2008 年から 2011 年にかけては第三国研修が行われるなど、成果普

及に対する活用が期待されている。 
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第 2 章 提案企業の技術の活用可能性及び将来的な事業展開の見通し 

 

2－1 提案企業及び活用が見込まれる提案製品・技術の強み 

提案する技術は、生産工程全体を通じてエネルギーを最適利用できるシステムを提供す

るエンジニアリング技術である。本技術は、加熱や冷却のプロセスが連続し、エネルギー消

費量の多い食品飲料工場を主要なターゲット業種としている。具体的には、ソフト技術であ

る「エネルギー消費構造解析シミュレーター」と、ハード技術である「複合省エネ機器ソリ

ューション」の 2 つの要素から構成される。 

技術優位性としては、次のような特長が挙げられる。これらの特長により、省エネルギー

への取組が十分に進んでおらず、かつエネルギーコストが上昇するタイのニーズに応える

ことができる。 

 

①高い省エネ効果（エネルギーコスト最大 4割減、平均 2～4割削減） 

②高い経済性（投資回収年数 3～5 年） 

③競合が不在（新興国では生産工程の省エネはほとんどなされていない） 

④模倣が困難（過去の経験、ノウハウが競争の源泉であり、過度なコスト競争に陥りにく

い） 

⑤環境親和性（化石燃料使用量の大幅減少による GHG/大気汚染物質排出抑制効果。排

熱・蒸気再利用による節水効果。工程外に出る排熱・蒸気量減少のための異臭抑制効果） 

 

2－2 提案企業の事業展開における海外進出の位置づけ 

提案企業は昨今、国内外のエネルギー事業の展開を積極的に進めてきており、エネルギー

需給緩和が社会的課題となっているアジア、アフリカ、中南米諸国の新興国においても当社

の知見や技術が活かせると考えている。 

タイでの事業展開における準備状況としては、本調査を通じて省エネ提案を行った企業

からは、対象技術に対する高い関心が示され、一部の企業については、具体的な検討が進ん

でいる。また、国内の省エネルギー政策を推進するエネルギー省代替エネルギー開発・効率

局（DEDE）からも当社技術に関心を寄せられ、今後の当社のビジネス展開について協力を

得られる関係構築ができている。さらに、リース会社、ESCO 企業など複数のタイ企業の現

地企業からも提携に向けた協議を進めている。 

このように、タイにおける本調査を通じて当社技術のニーズの高さが改めて確認できて

おり、実際に事業展開を進めていくための体制が整いつつある。 

 

2－3 提案企業の海外進出による日本国内地域経済への貢献 

当社の技術は、生産工程全体で最大限の省エネ効果を発揮させるエンジニアリング技術

である。当社のエンジニアリングを行ったのちに、提案する省エネ機器を導入することと

なる。試算によると、タイには約 6,500 もの食品飲料工場が存在するとされ、省エネ設備

投資の市場規模は 9,000億円と推計される。これらの工場のほとんどは、生産工程での省

エネは行われておらず、非常に大きく魅力的な市場であるといえる。 

当社が提案する省エネシステムのうち、コア技術となる省エネ機器は日本メーカーの製
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品である。これらの企業及びその関連会社・下請け会社の海外進出も合わせて加速化される

ことにより、国内地域経済の活性化に貢献できると考えられる。 

 

2－4 想定する事業の仕組み 

当社が食品飲料工場における省エネシミュレーション、省エネシステム設計を提供し、エ

ンジニアリング報酬を収入とするビジネスを行う。 

事業実施に当たっては、現地エンジニアリング会社、工事会社、金融機関等と連携して進

める。当社がシミュレーション及び設計を行い、現地エンジニアリング会社または工事会社

が設計に基づき機器の調達、据付工事を行う。 

 

 
図 事業スキーム 

 

2－5 想定する事業実施体制・具体的な普及に向けたスケジュール 

事業実施体制は上図の通りである。 

また、事業の普及に当たっては、本技術の理解促進と現地の技術者育成が不可欠である。

したがって、本調査終了後には、事業実施意向が高い企業に対して第 1 号案件として設備

導入を行い、省エネ効果を広く PR する。また、省エネ人材の能力開発を目的とした官民ワ

ーキンググループを ODA 事業として立ち上げ、当該工場をモデルとしてケーススタディを

行う。これらの実施により、当社技術による省エネが普及するための土壌を整備し、2015

年頃には複数の案件受注が出来るような体制構築を目指す。 

 

2－6 リスクへの対応 

事業の実施に当たり、法務、知的財産、環境社会面からのリスクが想定されるが、現時点

で喫緊な対応が必要なリスクは顕在化していない。 

 

 

 

タイ食品飲料企業

現地エンジニアリン

グ会社／工事会社

省エネシステム導入

省エネシステム導入費用

レノバ

技術提携

あいあいエナジー

エンジニアリング報酬シミュレーション、設計

日系省エネ機器メーカー群

機器代省エネ機器
融資

金融機関

返済
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第 3 章 製品・技術に関する紹介や試用、または各種試験を含む現地適合性検証活動（実

証・パイロット調査） 

 

3－1 製品・技術の紹介や試用、または各種試験を含む現地適合性検証活動（実証・パイロ

ット調査）の概要 

食品・飲料工場を計 13 社訪問し、多くの企業が省エネ提案に高い関心を示した。特に関

心が高く、データ開示に協力的であった 3 社に対しては、現状の生産工程を正確に把握し

た上で、複数の提案を行った。 

省エネセミナーを現地で実施し、計 27名が参加した。セミナーでは、当調査の結果報告

を中心に行った。 

 

3－2 製品・技術の紹介や試用、または各種試験を含む現地適合性検証活動（実証・パイロ

ット調査）の結果 

排熱回収や高効率機器の導入等、タイの食品飲料企業 3 社に対して、エネルギー構造解

析及び複合的な省エネショリューションを提案した。各提案による投資回収年数は、概ね 3

年未満であり、経済合理性のある提案と言える。また、提案により全体のエネルギーコスト

に対して、各社約 20～30%以上のコスト削減が想定される。各社とも提案内容に対して高

い関心を示しており、ビジネス展開の可能性は高まった。また、現地エンジニアリング会社

の協力意向も確認できており、事業の現地化を進められる環境であることも確認できた。 

 

3－3 採算性の検討 

本事業における当社の収益モデルは、タイの食品飲料工場に対する省エネシミュレーシ

ョン、省エネシステム設計を行うことによるエンジニアリング報酬である。1 件当たりのエ

ンジニアリング報酬は、事業規模に応じて異なるが、数千万円のオーダーを想定している。 

エンジニアリングの実施に係る費用としては、主に人件費であるが、これまでに行った同

様の調査において要した時間を考慮した上で、上記費用であれば採算性を成り立たせるこ

とが可能である。 

 

第 4 章 ODA 案件化による対象国における開発効果及び提案企業の事業展開に係る効果 

 

4－1 提案製品・技術と開発課題の整合性 

提案技術は、エネルギー逼迫状況の緩和、エネルギーコスト削減による産業の競争力強化、

環境改善効果が期待されるものであり、1-2 で述べたタイの開発課題に整合するものである。 

 

4－2 ODA 案件化を通じた製品・技術等の当該国での適用・活用・普及による開発効果 

提案技術は、生産プロセス全体を通じたエネルギー使用の合理化が図られることにより、

化石燃料使用量や電力使用量の大幅な削減が実現できるものである。また、同時に大気汚染

物質、排水、悪臭、GHG排出量が低減される。 

  



v 
 

4－3 ODA 案件の実施による当該企業の事業展開に係る効果 

タイの食品飲料会社に対してエンジニアリングサービスを提供する場合の市場規模は、

約 650 億円と大きい。当社としては、本調査を通じてニーズを確認した企業を皮切りに、

今後積極的に事業展開を進めていきたいと考えている。 

本事業の普及展開に当たっては、企業が十分にメリットを理解し、投資判断を行えること

が重要である。また、本省エネ技術はタイにおいて新しい技術であるため、今後認知を高め

ていく必要がある。ODA 案件の実施において、現地政府機関と連携した普及展開施策を検

討、実行することにより、本事業に関して広範な認知向上が期待される。 

 

第 5 章 ODA 案件化の具体的提案 

 

5－1 ODA 案件概要 

上述の通り、食品飲料工場の生産工程における全体最適型省エネルギーシステムは、タイ

においてほとんど導入実績のない技術であり、その普及にはステークホルダーによる認知、

理解促進が必要である。タイにおいて技術普及を促進するためには、企業のエネルギー管理

者やエンジニアリング会社が当該技術の理解を深めるとともに、実際に実機を導入した工

場において省エネ効果を実証し、その効果を周知していくことが必要である。そこで、実機

導入を行ったモデル工場と連携し、省エネ技術者育成を ODA 事業として実施する。 

 

5－2 具体的な協力内容及び開発効果 

食品飲料工場における省エネの知識・ノウハウを持った人材を育成するためのプロジェ

クトを ODA 事業として実施する。事業のスキームを下図に示す。本 ODA 事業は、省エネ

システムを導入するモデル工場との連携を前提とする。 

 

図 ODA 事業のスキーム 

モデル工場

日本政府

DEDE

省エネ機器

省エネシステム導入

補助金

シミュレーション、設計

工事会社

官民ワークショップの開催
（ケーススタディ、国内普及策検討、現地視察、セミナー開催）

ケーススタディ、現地視察 参加

事務局として

参加

ODA案件：省エネ技術者育成プロジェクト

金融機関エンジニアリング会社食品飲料会社

参加 参加 参加

参加、協力

ODA費用

あいあいエナジー

日本招聘事業
（先進工場・省エネ機器メーカー視察、技術指導、日本の政策紹介）

レノバ

参加

参加 参加
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提案する ODA 事業では、タイでの現地活動として官民ワークショップの開催、本邦への

受入活動として日本招聘事業を実施する。 

官民ワークショップでは、DEDE やモデル工場、食品飲料会社、エンジニアリング会社、

金融機関等からなるワーキンググループを組成し、検討会、現地視察、省エネ普及セミナー

を開催する。これにより、ステークホルダーによる省エネシステムの理解を深め、国内での

普及拡大を促進する。 

本邦の受入活動としては、上記ワーキンググループのメンバーを招聘し、先進的な省エネ

システム導入工場の視察、省エネメーカーの視察、省エネ技術指導を行う。これにより、技

術者の能力開発を行うとともに、省エネに意欲的な食品飲料会社の投資判断を促進する。 

 

5－3 他 ODA 案件との連携可能性 

上記 ODA 事業の実施に当たっては、省エネ技術者の養成機関である PEMTC との連携

が考えられる。PEMTC では、個別の産業機器に関して省エネ技術の講義が行われている

が、生産工程全体を通じた省エネに関するプログラムはない。そもそも、タイを始めとする

アジアの開発国においては、工場全体のエネルギー最適化を図るエンジニアリング技術が

存在しないからである。 

DEDE としても、現在 PEMTC で実施している育成プログラムは、机上の講義が中心で

あること、省エネ空調や照明などの小規模の機器が中心であり生産工程全体の消費エネル

ギーを削減する本提案のような技術について取り扱っていないことがあり、本技術を活用

したうえで On the JOB トレーニングを行うことには前向きな反応であった。 

そこで、提案する ODA 事業において、PEMTC の講師や DEDE の職員を官民ワークシ

ョップのメンバーとして加え、習得されたノウハウを研修プログラムへ反映することによ

り、PEMTC の機能の補強を図ることができる。 

 

5－4 その他関連情報 

上記 ODA 事業案について、カウンターパート（C/P）として想定される DEDE の省エネ

局に説明を行ったところ、提案内容について了解を得ることができた。 

省エネ局として、On the Job Training の研修が重要であると考えており、提示した案の

ように、具体的な導入サイトをケーススタディとしたトレーニングプログラムは有効であ

るとの考えが示された。 
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はじめに 
 

1. 調査の背景 

 

調査対象国であるタイでは、工業化の急速な進展による電力需要が平均年率 6％で増加し

ている状況であり、既に電力を輸入に頼っている状況である。また、電力供給の 9割を化石

燃料（天然ガス、石炭）に依存しており、結果として、電力需給の逼迫、GHG排出量の増

大、資源の枯渇等の様々なエネルギー問題、環境問題が懸念されている。他方、タイの産業

においては、十分な省エネが進められておらず、エネルギーの消費効率は依然として低い状

況である。 

省エネルギーが進んでいない原因と一つとして、対象技術のような生産工程に踏み込ん

だ省エネエンジニアリング技術が、タイ国内で十分に活用されていない、タイ企業に対して

技術移転されていないことが挙げられる。 

こうした状況の改善を図るべく、エネルギー省を始めとした政府機関が支援に取り組ん

でいるものの、実効性の高い省エネルギー技術が十分に波及できていないのが実情である。 

そこで、本調査にて案件化を検討するエネルギー解析、省エネエンジニアリング技術は、タ

イでの有数のエネルギー多消費産業である食品飲料業の工場省エネを実現するものであり、

最大でエネルギーコストを４割程度削減できるなどエネルギー削減効果、環境改善効果が

高いのが特徴である。また、一般的な投資回収年数は 3～5 年を達成でき、経済合理性も高

く、既に電力価格が割高になっているタイにおいては技術普及の可能性は高い。 

またこのような省エネ効果の高い技術をタイ産業の根幹を担っている中小企業に普及さ

せ、企業としてのコスト競争力を高めることができれば、タイ産業の振興にも寄与すること

が可能と考えられる。 

 

 

2. 調査の目的 

 

本調査は、上記を背景にして、提案技術をタイに導入することでの調査対象国における省

エネ技術移転、省エネ機器普及による産業振興に資する ODA 案件の計画立案、及び ODA

事業への展開を念頭に置いた当社技術のタイ政府関係機関等への導入等働きかけを行い事

業の実現可能性を調査することを目的とする。 

 

 

3. 調査概要 

 

(1) 調査項目と方法 

本案件化調査の調査項目と調査方法は下記の通りである。 
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図 調査のフローチャート 

 

 

① タイでの省エネ関連政策動向、開発課題の把握 

調査項目 調査内容 

文献調査 ・ タイ政府、日本政府公表情報、既存調査を始めと

した文献調査を実施し、タイの省エネ技術普及の

必要性、中小企業振興の必要性、関連政策動向、

開発課題、ドナーの状況について整理する 

現地政府との協議、ヒアリン

グ 

・ タイ政府（エネルギー省）、日本政府（在タイ日本

国大使館、JICA）への本事業の方針について理

解、協力を正式依頼し、省エネ政策動向、開発課

題について把握する 

法律、規制等調査 ・ 上記ヒアリング結果、文献調査結果を踏まえて省

エネ促進法、省エネ優遇施策を把握。さらにタイ

での法人設立、省エネ事業実施に関する法規制を

把握する 

DEDE省エネ人材育成の現

状・課題整理 

・ DEDE の省エネ人材育成の提供プログラムの現状

と課題、タイでの省エネ技術の蓄積状況をヒアリ

既存調査、法令・政
策等の文献調査

タイ政府機関へのヒ

アリング（政策動向、
省エネ技術ニーズ
等）

タイの省エネニーズ、
開発課題の整理検討

既存調査の整理・分
析

食品飲料会社へのヒ
アリング（5～10社）

3社への現地踏査

市場分析、動向の検
討

• 現地踏査を踏ま

えたエネルギー収
支シミュレーション、
設備導入計画の
検討

• 事業採算性の検
討

事業パートナー候補
の選定

現地企業との設備導
入計画の協議

現地パートナー候補
へのヒアリング（5～
10社）

• 当社省エ

ネ事業展
開計画の
検討

• リスク分
析

省エネ技術PRセミナー開催準備（集客、会場準備、プログラム検討、登壇者ア
レンジ、プレゼンテーション作成、広報等）

セミナー開催

ODA事業案の検討
提案内容に関

する現地政府と
の打合せ

• 文献調査等による開発課題解消
効果、環境改善効果検討

• 導入候補企業リストの作成

• ODAプログラム案、スキーム案の
検討

①タイでの省エネ関連政策動①タイでの省エネ関連政策動①タイでの省エネ関連政策動①タイでの省エネ関連政策動
向、開発課題の把握向、開発課題の把握向、開発課題の把握向、開発課題の把握

②本技術へのニーズ調査、市②本技術へのニーズ調査、市②本技術へのニーズ調査、市②本技術へのニーズ調査、市
場・業界分析場・業界分析場・業界分析場・業界分析

③当社のタイでの省エネ事業③当社のタイでの省エネ事業③当社のタイでの省エネ事業③当社のタイでの省エネ事業
計画の検討計画の検討計画の検討計画の検討

④本技術の紹介のための④本技術の紹介のための④本技術の紹介のための④本技術の紹介のための
セミナー開催セミナー開催セミナー開催セミナー開催

⑤⑤⑤⑤ODA事業化の検討事業化の検討事業化の検討事業化の検討
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調査項目 調査内容 

ング等により整理する 

タイ企業の省エネ実態調査 ・ タイ食品飲料工場へのインタビュー、文献調査に

よる中小企業の省エネ実態を把握する 

タイの省エネニーズ、開発課

題の整理 

・ 調査結果を取りまとめ、技術ニーズ、開発課題を

整理する 

 

② 本技術へのニーズ調査、市場・業界分析 

調査項目 調査内容 

食品飲料会社の現状調査 ・ タイ国内（バンコク周辺）の食品飲料企業（5～10

社程度）にヒアリングを行い、タイの食品飲料工場

の事業内容、生産工程、エネルギー使用状況、省エ

ネ取組の現状を把握する。さらに本技術の適用余地

を検証する 

事業化検討している 3 企業に

対する実地調査、省エネ診断 

・ 省エネ事業化に積極的なタイ法人 3 社（A 社、B

社、C 社）に対し工場実地調査を行う 

・ 省エネ技術解析シミュレーターにより生産工程全

体・機器個別のエネルギー収支分析、省エネ診断

を実施する。これより、各社で必要な省エネソリ

ューションを検討する 

市場分析、業界分析 ・ 上記市場調査、実地調査を踏まえて、市場、業界

における本技術の適用可能性、競合優位性、位置

付け・ポジショニング、強み/弱みについて SWOT

分析する 

・ ①で整理したタイの開発課題について本技術が対

応可能かを検証する 

 

③ 当社のタイでの省エネ事業計画の検討 

調査項目 調査内容 

工場への設備導入計画検討 ・ ②の省エネ診断結果を踏まえて、最適な省エネソリ

ューション（技術、運用方法）を検討、提案する。

提案内容をもとにタイ企業と協議を行い、具体的な

設備導入計画（導入機器、投資規模）を検討する 

事業採算性の検討 ・ 実地調査による省エネ診断を実施する 3 企業につ

いて投資規模、エネルギー削減効果、投資回収年

数を試算、タイにおける競争優位性を検討。試算

した事業採算性を踏まえて、より採算性を高め競

争力を得るため必要な課題を抽出し、事業計画に

反映させる 
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調査項目 調査内容 

事業パートナーの発掘 ・ 設計施工を担う EPC 事業会社、販売促進を行う

ESCO 事業会社、ファイナンスを行うリース会

社、タイ金融機関などに対してヒアリングを実施

し、協業の可能性、協業のための要件・課題につ

いて把握する 

当社省エネ事業展開計画、技

術普及見込みの検討 

・ 事業実施体制、対象業種、市場規模、事業実施体

制、事業化スケジュール、売上目標、ESCO 事業

スキーム、ファイナンススキームを検討する 

リスク分析 ・ これまでのヒアリング、文献調査結果より、タイ

での法人設立、省エネ事業実施に関する法務、知

財面等へのリスク、対応策を検討する 

 

④ 本技術の紹介のためのセミナー開催 

調査項目 調査内容 

政府関係者への中間報告会の

実施 

・ C/Pであるタイ政府機関に本調査の中間報告会を実

施、意見交換内容を以後の検討に反映する 

省エネ技術普及セミナー開催 ・ バンコク市内会議室を借用し、セミナーを開催す

る 

 

⑤ ODA 事業化の検討 

調査項目 調査内容 

開発課題解消効果、環境改善

効果検討 

・ 本事業実施による省エネ効果、GHG 削減効果等の

環境改善効果を定量的に試算する 

ODA 事業案の検討 ・ 現状のタイの省エネ人材育成の問題点・課題を踏

まえ、ODA 事業として行うタイにおける人材育成

プログラム案を検討する 

・ 検討結果をエネルギー省に提示、意見交換を行

い、方向性として了承を得る 

導入候補企業リストの作成 ・ 本調査結果を整理し省エネ設備導入の関心の高い

企業を整理し、リスト化する。（人材育成プログラ

ムへの参加候補企業リスト） 

ODA 化スキーム、開発効果検

討 

・ C/P機関、実施体制、協力概算額、開発効果、他

の ODA 案件との連携可能性を検討 
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(2) 調査スケジュール 

本案件化調査において実施した現地調査日程は以下の通りである。 

 

渡航回 日程 内容 

第 1 回渡航 10月 6 日（日）～10

月 12 日（土） 

・ タイ政府機関へのヒアリング（政策動向、省

エネ技術ニーズ等） 

・ 事業化検討している 3 企業の実態調査 

・ タイ食品飲料工場への現状・課題、省エネニ

ーズに関するヒアリング調査（大企業、中小

企業） 

・ 事業パートナー候補へのヒアリング調査 

第 2 回渡航 11月 24 日（日）～11

月 30 日（土） 

・ タイ政府機関へのヒアリング（政策動向、省

エネ技術ニーズ、等） 

・ 事業化検討している 3 企業の実態調査 

・ 事業化検討している 3 企業への設備導入計画

の提案、協議 

・ タイ食品飲料工場への現状・課題、省エネニ

ーズに関するヒアリング調査（大企業、中小

企業） 

・ 事業パートナー候補へのヒアリング調査 

・ 政府 C/P機関への中間報告会の実施 

第 3 回渡航 1月 6 日（月）～1月

11 日（土） 

・ 事業化検討している 3 企業への設備導入計画

の提案、協議 

・ 省エネ技術普及セミナーの開催 

・ 想定 ODA スキームについて、C/P 機関への

提案、意見交換 

 

(3) 団員リスト 

本案件化調査の現地調査団員は以下の通りである。 

 

① 第 1 回現地調査 

 氏名 所属 担当業務 

団員 1 辻本 大輔 株式会社レノバ 業務主任者／全体統括 

団員 2 加藤 健太郎 株式会社レノバ 業務主任者補佐／事業計画、ODA 計画検

討 

団員 3 安藤 美保 株式会社レノバ 政策調査、各種ヒアリング、セミナー開催 
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団員 4 坂下 茂 補強（株式会社あ

い・あいエナジー
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い・あいエナジー

アソシエイツ） 

補強／省エネ診断 



1 
 

第1章 対象国における当該開発課題の現状及びニーズの確認 

 

１－１ 対象国の政治・経済の概況 

 

本調査の対象国であるタイ王国は、東南アジアに位置する面積 51万 4,000平方キロメー

トル（日本の約 1.4倍）、人口 6,593万人（2010 年、タイ国勢調査）の国家である。 

公用語はタイ語である。大多数がタイ族であり、その他に華僑、マレー族、山岳少数民族

等からなる。宗教の内訳は、仏教 94%、イスラム教 5%となっている。 

タイの政治体制は、プミポン・アドゥンヤデート国王を元首とする立憲君主制であり、上

院、下院の二院制による議会制度を有する。 

タイの政治情勢は、ここ数年激動し続けており、2006 年 2月に当時のタクシン首相派と

反タクシン派双方の大規模な集会が開催され社会的対立が激化して以降、これまでに複数

回の政変や反政府デモが発生している。2008 年にはアピシット民主党党首が首相に選出さ

れたが、タクシン支持派（赤シャツ）によるデモ集会が頻発し、2011 年 5月、アピシット

首相は任期満了を待たず下院を解散し、総選挙が行われた。選挙の結果、タクシン元首相支

持派のタイ貢献党が議会内第 1 党となり、同年 8 月にインラック・シナワット女史が首班

指名を受け，インラック政権が成立した。しかし、2013 年 11月からタイの反タクシン派野

党民主党のステープ・トゥアクスパン元副首相の主導のもと、大規模なデモが相次いで発生

しており、インラック首相の辞任を要求している。このように長引く政治的混乱の影響が実

体経済へ波及しつつあり、またさまざまな政策課題に対する政府対応も遅れる可能性があ

ることから、懸念事項となっている。 

タイの経済動向としては、1人当たり GDP は 2011 年時点で約 5,000米ドルであり、中

進国として見なすことができる。また、タイでは 2008 年のリーマンショックと 2011 年の

大洪水という 2 度の大きなダメージ受けたが、その後回復を遂げ、その堅調ぶりが注目さ

れている。2014 年の GDP 成長率は 4.0～5.0%となり、2013 年の 3.0％から上向く見通し

となった1。消費の増加は小幅にとどまるが、投資や外需が大幅に拡大する見込みである。 

 

  

図 1-1 タイの国旗（左）、位置（右） 

（出所：外務省ホームページ） 

                                                  
1 JETRO ニュースレポート 2014年 1月 6日 バンコク事務所 
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図 1-2 ASEAN 各国の 1人当たり GDP の比較（2011 年） 

（出所：外務省 ASEAN 経済統計基礎資料） 

 

 

１－２ 対象国の対象分野における開発課題の現状 

 

１－２－１ エネルギー需要の増大 

 

① エネルギー需要の推移 

タイでは、経済成長を背景にエネルギー需要が伸長を続けている。 

エネルギー省の発表によると、2014 年の同国のエネルギー需要は前年比 2.5%増となり、

2013 年の 1.2%増から大きく加速するとの見通しである。2014 年の天然ガス需要は、電力

需要の伸びに押し上げられて、前年比 4%増になると予想されている。 

また、同省は国内の天然ガス埋蔵量は需要の約 7 年分にしか相当しないだろうとの見方

を示した上で、液化天然ガス（LNG）輸入を増やし、石炭や再生可能エネルギーなどへ資源

の多様化を目指していることを明らかにした2。 

                                                  
2 2014年 1月 9日 ロイター通信 
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図 1-3 タイの最終エネルギー需要の推移 

（出所：Asia Pacific Energy Research Centre） 

 

 

② セクター別のエネルギー需要 

下図は、産業セクター別のエネルギー需要動向である。 

本調査の対象セクターである食品産業は、エネルギー多消費産業であり、また需要が増加

傾向にあることが確認できる。 

 

 

 

図 1-4 タイの産業別最終エネルギー需要 

（出所：一般財団法人エネルギー経済研究所 

「6ヶ国のエネルギー効率改善ポテンシャル」2009 年） 
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③ 電力需要の推移 

タイの電力需要量は、2002 年から 2011 年の 10 年間で約 50%増加しており、2011 年の

消費電力は 148,855GWh であった。継続的に増加傾向にあった電力消費量は、リーマンシ

ョックの 2009 年にマイナス成長になり、2010 年に一旦増加したが、2011 年には大規模な

洪水の影響もあり再びマイナス成長となっている。 

将来的な電力需要量については、エネルギー省の下部機関である需要予測分科委員会

（Thailand Load Forecast Subcommittee：TLFS）が 2012 年 5月 30 日に承認している。

同機関では、経済見通しに合わせベースケース、ハイケース、ローケースの 3 つのシナリオ

を作成している。 

 

 

 

図 1-5 電力消費量および発電量の推移 

（出所：EPPOホームページ3より作成） 

                                                  
3 http://www.eppo.go.th/info/5electricity_stat.htm 
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図 1-6 部門別電力消費量 

（出所：EPPOホームページ4より作成） 

 

 

１－２－２ エネルギー価格の高騰 

 

図 1-7 に示すように、タイは東南アジア諸国の工業国の中でも電気料金が割高である。

産業用平均でベトナムが 5 セント/kwh、インドネシアが 8 セント/kwh であるのに対し、タ

イでは約 12 セント/kwh である。 

また、タイでは全発電量のうち約 70%が天然ガスによる火力発電であるが、上述の通り

国内の埋蔵量が減少しているため、輸入を増やす方針を示している。天然ガスの価格は近年

上昇傾向にあり、かつアジア圏は世界的にも天然ガスの価格は割高傾向で上昇しているた

め、電力価格の更なる上昇リスクが懸念されている。 

このようなエネルギー価格の高騰により、企業のエネルギーコスト削減のニーズは非常

に高まっている。 

  

                                                  
4 http://www.eppo.go.th/info/5electricity_stat.htm 
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図 1-7 アジア諸国の産業用電気料金の比較（工業向け平均、2011 年） 

（出所：ジェトロハノイセンター、ベトナム電力調査 2011） 

 

 

 
図 1-8 天然ガス価格の推移 

（出所：World Bank Commodity Price Data） 

 

 

１－２－３ 省エネの推進 

 

上記のような背景から、タイ政府はエネルギーの安定供給を図るとともに、需要側の省エ

ネルギーを推し進めている。 

1992 年には省エネルギー促進法を整備し、一定規模以上の企業にはエネルギー管理者の

平均産業用電力料金（セント/kWh） 

人口あたりの電力消費量 
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設置やエネルギー消費量報告の義務付け、ESCO ファンドといった省エネ事業の資金援助

制度整備などを行なってきた。日本政府も「エネルギー管理者訓練センタープロジェクト」

により、エネルギー管理センターの立ち上げ、エネルギー管理者の教育訓練などを実施し、

エネルギー管理者選定率の向上など一定の成果を挙げた。 

しかし、タイ産業のエネルギー消費効率は依然として低く、図 1-9 に示すとおりエネル

ギー消費効率（単位エネルギー消費量当たりの GDP）は日本の 6 分の 1 にすぎない。その

理由として、上記省エネ法が存在するものの、強制力が十分でないことが DEDE へのヒア

リングにより挙げられている。また、現在タイで行われている主な省エネ活動は、LED や

高効率空調の導入や節電程度であり、生産工程まで踏み込んだ抜本的な省エネに至ってい

ないことも理由として考えられる。 

 

 

 

図 1-9 各国の単位エネルギー消費量当たりの GDP 

（出所：各国の産業分野のエネルギー消費量（2009 年）を 

GDP（2011 年）で除して算出5） 

 

 

                                                  
5 IEA Energy Balance http://www.iea.org/stats/prodresult.asp?PRODUCT=Balances 
JETRO 基礎的経済指標 http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/stat_01/等 

 

百万米ドル/Ktoe 
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１－３ 対象国の対象分野の関連計画、政策及び法制度 

 

１－３－１ タイにおける省エネルギーの実施計画及び法制度・促進策 

 

（1） 推進体制 

タイのエネルギー関連政策に関する政府組織体制を図に示す。エネルギー需要の急速な増

加に伴い、個別化されていたエネルギー機関を一体化させるため、1992 年に国家エネルギ

ー政策委員会（National Energy Policy Committee、以下 NEPC）が発足した。2002 年 10

月施行のタイ官庁改正法に基づき新設されたエネルギー省は、関連機関への政策立案及び

政策実施官庁としての役割を担っている。エネルギー省の中には、エネルギー効率、再生利

用可能エネルギーおよび水資源に関する国家政策の導入における責任を持つ機関として

DEDE）が設置されている。DEDE のミッションは、クリーンエネルギーの各分野に適し

効果的な開発・促進・生産に対するサポート、国のエネルギー消費およびエネルギー輸出に

おいて経済的に代替エネルギー技術を開発すること、の 2 つである。 

 

 

 
図 1-10 エネルギー政策策定･規制組織図 

（出所：EPPOホームページより作成） 

CabinetCabinet

National Energy Policy Council (NEPC)National Energy Policy Council (NEPC)

Energy Conservation 
Promotion Fund Committee  
(ENCON Fund Committee)

Energy Conservation 
Promotion Fund Committee  
(ENCON Fund Committee)

Ministry of Energy
(MOEN)

Energy Policy and Planning Office 
(EPPO)

Ministry of Energy
(MOEN)

Energy Policy and Planning Office 
(EPPO)

Committee on Energy 
Policy Administration 

(CEPA)

Committee on Energy 
Policy Administration 

(CEPA)

Energy Regulation 
Commission    

(ERC)

Energy Regulation 
Commission    

(ERC)
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図 1-11 MOEN 組織図 

（出所：タイ環境省ホームページ(http://www.energy.go.th/?q=en/structure)より作成） 

 

 

（2） 法制度・促進策 

タイでは、表 1-1 に示すように、エネルギー効率改善政策である省エネルギー促進法

（Energy Conservation and Promotion Act E.E2535、通称 ENCON 法）が 1992 年に制定

されて以降、様々な関連政策が施行されてきた。 

2001 年には NEPC により「省エネルギー戦略計画（2002～2011）」が提出されており、

本計画に基づき省エネルギー促進制度（ENCONファンド）が創設され、省エネルギー、再

生可能エネルギーの促進を目的に、補助金の交付、研究開発の支援、パイロット事業支援等

に活用されている。 
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表 1-1 省エネ・再エネ関連政策 

制度 概要 

省エネルギー促

進法 

（ENCON 法） 

� 1992 年に発令。2005 年改定 

� 指定した大口需要者に対し、エネルギー管理士の設置、エネルギー

消費データの報告、エネルギー消費量レベルの追跡及び監視、省エ

ネ目標の制定等を義務付け 

� 省エネ振興プログラム、エネルギー効率開発 20 カ年計画、および

省エネ振興基金などタイの省エネ政策やプログラムすべてと関連し

ている 

エネルギー効率

開発 20 ヵ年計

画（2011 2030‐ ） 

� すべての部門において、単位国内総生産あたりのエネルギー消費量

を 2005 年のレベルに対し 2030 年に 25％削減 

� 2030 年の見込まれる BAU レベルに対し、全体のエネルギー消費量

を 20％（約 3,000万 toe(石油換算トン)に相当）、CO2排出量を 4,900

万トン 、工業部門のエネルギー消費量を 1,160万 toe、交通部門を

1,340 万 toe削減 

省エネ促進基金

（ENCON ファ

ンド） 

� 省エネ促進法プログラム導入における財政援助目的で設立 

� エネルギー効率改善、再生可能および代替エネルギー開発、研究開

発プロジェクト、人事育成、教育およびキャンペーン等、省エネに

関連したプログラムや活動を支援 

 税優遇措置 � 省エネ・再生可能エネルギー設備の輸入税免除 

� 省エネ設備および再生可能エネルギー製造業や ESCO 企業に対し

て 8 年間法人税免除 

� エネルギー効率の改善または再生可能エネルギープロジェクトを開

発した企業に対し、法人税の減額 

 ESCO ファ

ンド 

� エネルギーサービス市場の拡大促進を目的に ESCO 事業者やエネ

ルギー多消費型の小中規模企業を対象とし、エネルギー効率や再生

可能エネルギープロジェクトに関する商品やサービスへの投資を行

う 

� 2010 年 10月から 2013 年 12月までに 35億バーツの予算を設けて

いる 

 エネルギー

効率リボル

ビングファ

ンド（低金

利融資） 

� 工場、建物、商業施設所有者及び ESCO 事業者などを対象に、最大

7 年間の貸付期間、最大金利 4%での融資を行うもの 

 補助金 � 工場や建物への省エネ設備の導入費用のうち 20%、最大 300万バー

ツを補助する制度。（補助率及び補助額は最終的に庁内の審議会によ

り決定される。例えばタイ国内で普及されていない先進技術の場合

は補助率最大 40％、上限 700万バーツまで補助される場合もある。
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制度 概要 

また契約容量 1,000kW 未満の工場を対象とする場合は補助率が

20％よりも高く設定されることもある。） 

� 照明システム、空調システムの他、ヒートポンプなども対象となる 

 

 

① 省エネルギー促進法（ENCON 法） 

省エネ法に関連付けられる細則において、指定工場やビルにおけるエネルギー管理者設

置、定期的な報告書と中期計画書の提出といった義務が課せられている。指定工場の基準は、

契約容量 1,000kW、変圧器 1,175kVA、もしくは年間のエネルギー消費量が 2,000万MJ以

上の工場とされている（図 1-12）。2012 年時点では、およそ 6,000 の工場及びビルが対象

となっている。 

 

 

 

図 1-12 省エネ法における指定工場の定義 

（出所：DEDE 発表資料”Energy Efficiency Projects and Policies in Thailand”(2012)よ

り抜粋） 

 

 

② エネルギー効率開発 20ヵ年計画（2011‐2030） 

2011年2月に、MOENによりエネルギー効率開発20ヵ年計画（Thailand 20-Year Energy 

Efficiency Development Plan （2011-2030））が提出された。本計画では、2030 年におけ

る単位 GDP 当りのエネルギー消費量を、2005 年比で 25％改善するとともに、消費量につ
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いても年率 3.9%増加を想定した BAU（Business-As-Usual）ケースに対して 20%削減（3

万 ktoe相当）を目標としている。 

 

 

 

図 1-13 エネルギー消費予測 

（出所：MOEN、Thailand 20-Year Energy Efficiency Development Plan (2011-2030)） 

 

 

 
図 1-14 省エネ目標計画図 

（出所：MOEN、Thailand 20-Year Energy Efficiency Development Plan (2011-2030)） 
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本計画においては、2030 年時点でのセクター別のエネルギー削減可能量と削減目標が示

されており、工業部門では 13,790 キロ石油換算トンの削減余地があると見込まれている。

さらに、2015 年までの年次ごとの目標値が設定されるなど、省エネの推進が国として急務

であることが伺える。 

 

 

表 1-2 セクター別エネルギー削減可能量（2030 年時点） 

部門 
技術的可能量 目標 

(ktoe) 

割合 

(%) 熱(ktoe) 電気(GWh) 計(ktoe) 

工業 10,950 33,500 13,790 11,300 37.7 

商 業 ビ

ル・家庭 

大規模商業ビル 410 27,420 2,740 2,300 7.6 

小規模商業ビル・家庭 1,690 23,220 3,670 3,000 10.0 

運輸 16,250 - 16,250 13,400 44.7 

合計 29,300 84,140 36,450 30,000 100.0 

（出所：エネルギー省、Thailand 20-Year Energy Efficiency Development Plan (2011-

2030)をもとに作成） 

 

 

表 1-3 最終エネルギー消費削減目標 

部門 
エネルギー種

別 

年間目標 

2011 2012 2013 2014 2015 

工業 

電力(GWh) 915 1,777 2,670 3,597 4,612 

熱(ktoe) 299 580 872 1,175 1,506 

計(ktoe) 377 731 1,100 1,482 1,899 

大規模商業

ビル 

電力(GWh) 734 1,424 2,140 2,884 3,697 

熱(ktoe) 11 21 32 43 55 

計(ktoe) 74 142 214 289 370 

小規模商業

ビル・家庭 

電力(GWh) 637 1,237 1,859 2,505 3,212 

熱(ktoe) 52 102 153 206 264 

計(ktoe) 106 207 311 419 538 

運輸 

電力(GWh) ― ― ― ― ― 

熱(ktoe) 443 861 1,293 1,743 2,235 

計(ktoe) 443 861 1,293 1,743 2,235 

合計 1,000 1,942 2,913 3,932 5,041 

（出所：エネルギー省、 Thailand 20-Year Energy Efficiency Development Plan (2011-

2030)をもとに作成） 
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③ 省エネルギー振興基金（ENCONファンド） 

表 1-1 に示した通り、タイでは ENCONファンドと呼ばれる省エネルギー促進及び再生

可能エネルギー導入のための包括的予算がある。それに紐付き、ESCOファンド、補助金、

税優遇措置、低金利融資といった支援施策が組み込まれている。 

本調査で提案する事業を行う場合には、これらの支援策を活用することができると考え

られる。例として、日本製の省エネ設備を導入する場合には、その輸入税免除が当てはまる。

また、ESCO 事業者のような省エネサービスを提供する企業体を設立するにあたっては、8

年間の法人税免除が受けられる。 

さらに、DEDE が主管となり、省エネ設備に対して一定率の補助金が受けられるプログ

ラムが実施されている。対象となる技術は表 1-4 のとおり、高効率冷凍機、ボイラー、ヒー

トポンプ、クーリングタワー、コンプレッサーといった産業用機器も対象となっている。 

本プログラムは年度ごとに見直しが行われる。2014 年 1 月に行った DEDE の省エネ局

へのヒアリングによると、省エネ設備に応じて補助率 20％～40％（上限 300万バーツ～700

万バーツ）があるが、最終的には審査委員会で決定するものであるとのことであった。 

 

 

表 1-4 補助制度の対象技術 

分類 対象技術 

Standard 

Measures 

· High frequency electronic ballast (High Frequency 

Electronic Ballast for Lighting). 

· Power for lighting controls (Power Control for Lighting). 

· High Efficiency Motor (High Efficient Motor). 

· Air-to-air heat exchanger (Air - to - Air Heat Exchanger). 

· Combustion air control device (Controller of Air Supply for 

Combustion). 

· The reflective and fluorescent lamp fluorescent high 

efficiency (Luminaries Reflectors & High Efficient 

Fluorescent L. 

· Equipment to reuse waste heat (Heat - Recovery 

Equipment). 

· Equipment with variable speed motor pump (Variable Speed 

Drive on Pump). 

· Equipment with variable speed motor air compressor 

(Variable Speed Drive on Air Compressor). 

· Insulation of pipes and surfaces (Insulation of Pipes and 

Surfaces). 

· High frequency electronic ballast (High Frequency 

Electronic Ballast for Lighting). 

· The device measures voltage (Voltage Regulator). 

Incorporating · The motor is a Motor Pulley and belt transmission. 
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分類 対象技術 

other technologies · The cooler is a kind of high performance. 

· Replacing original equipment replacement. 

· Improving boiler combustion efficiency. 

· Equipped with a variable speed fan motor, engine cooling 

air. 

· Equipped with variable speed motors used machinery and 

equipment. 

· Installing Economizer. 

· Installation Absorption Chiller. 

· The use of dry cooling tower, a new high-performance 

alternative to the original. 

· The use of high performance air compressors instead of the 

original series. 

· The replacement of the existing boiler. 

· Using Highbay fluorescent T5 fluorescent species Highbay 

the other. 

· Using fluorescent bulbs instead of fluorescent tubes, High 

Intensity Discharge (HID). 

Measures, in- 

depth technology 

demonstration 

projects 

· The oval burner Generation Initiative 

· Dryers are successful, high-performance fabrics 

· Drying with heat pipes 

· And water treatment with ozone pretreatment 

· The liquid desiccant dehumidifier with 

· The use of heat pumps for heat 

（出所：DEDEホームページ6より作成） 

 

 

表 1-5 補助制度の留意事項 

· 補助率を決定する場合、その設備のタイにおける先進性や省エネ効果などを、DEDE

内の審査委員会によって補助率が決定される 

· 申請にあたっては、その設備の省エネ効果の実績など細かなエビデンスを付す必要

がある 

· 変圧器容量 1,000kVA未満の工場においては、補助率が 20％から 30％となる場合も

ある 

· この制度は補助金であり、返還する必要はない 

 

                                                  
6 http://www.dede-subsidy.com/index.php/main 



16 
 

１－３－２ タイ国投資促進委員会（BOI）による促進政策 

 

タイ国投資促進委員会（Board of Investment、以下 BOI）は、タイへの投資振興のため、

海外からの進出企業に対して投資案件の認可や恩恵の付与を担うタイ工業省傘下の投資誘

致機関である。その奨励制度の概要を表 1-6 に記す。 

 

 

表 1-6 タイの投資奨励制度の枠組み 

分類 奨励制度 内容 

制度 奨励ゾーン制度 � 第 1 から第 3 までの 3 つのゾーンに区分 

� 第 3ゾーン特別地区（低開発の 22県） 

 奨励業種制度 � ｢投資奨励業種｣を指定 

� ｢特別重要業種｣あるいは｢特別重要かつ国

益をもたらす業種｣を指定 

 特定の政策目的達成のため

の奨励制度 

� 持続的発展のための奨励 

� 地域統括本部設置の奨励 

� 技術革新・向上（Skill, Technology & 

Innovation）を促進するための特別奨励 

特典 税制上の特典 � 法人所得税の減免 

� 輸入税の減免 

 税制によらない特典 � 技術者・専門家・家族の入国、外国人就労

許可（手続きの簡素化） 

� フィージビリティー・スタディのための外

国人の入国、外国人就労許可（6ヵ月間） 

� 外貨の海外への送金保証 

� 奨励事業実施のための土地所有の許可 

（出所：国際協力銀行「タイの投資環境」2012 年） 

 

 

① 奨励ゾーン制度・奨励業種制度 

1987 年から導入されている「奨励ゾーン制度」は、全国を 3 つのゾーンに分け、バンコ

ク首都圏を離れるほど特典を厚くする制度である。 

ただし、2013 年 1月に BOI から発表された 2013～2017 年の新投資奨励策の草案では、

このようなゾーン別の恩典制度を廃止し、特定産業を奨励する制度に変更することが示さ

れている7。当初は 2013 年半ばに実施予定であったが、これまでに 2 度延期されており、

2013 年 6月に発表されたスケジュールでは 2013 年 12月に決定、2015 年から実施とされ

た。2013 年終盤から始まった反政府運動の影響で、新恩典の決定は再度延期される可能性

が高いと見られている。 

                                                  
7 JETROホームページ ニュース記事（2013年 1月 23日 バンコク事務所） 
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新制度で奨励される業種は、これまでの奨励業種制度と同様に、農業および農産品からの

製造業、鉱業、セラミックス、基本金属、軽工業、金属製品、機械、輸送機器、電子・電気

機器、化学、製紙およびプラスチック、サービス・公共事業の 7 分類であり、その中に更に

細分類化された業種について、グループ分けがされている。 

本制度が実現されれば、これまでバンコクに近い工業団地に立地しており、恩典が少なか

った企業でも、奨励業種に入りさえすればこれまで以上のメリットが享受できることとな

る。なお、本調査での提案先となる食品飲料メーカーに関しては、草案中ではグループ A2

に分類されている。 

 

表 1-7 BOI新恩典制度の概要 

 
（出所：JETROホームページ） 

 

 

② 特定の政策目的達成のための奨励制度 

BOI は、2010 年から製造業の質の改善、環境負荷の軽減を促進する等の目的から、税制

上の特典を付与する持続的発展のための投資奨励政策を採用した（2010 年 4 月 23 日付け

BOI告示 No,2/2553）。 

本告示では、投資奨励の対象産業として省エネ・再エネ関連業種を定めているほか、省エ

ネ・再エネ使用、環境負荷軽減のための投資奨励措置を定めている。特典の具体的内容及び

特典享受のための条件を表 1-8 に示す。 

なお、本事業においては、当社が出資をする現地法人が、工場への導入設備を保有し、

ESCO 事業を運営するスキームを一つのパターンとして想定している。この場合、本制度

の活用により、機械輸入税の免除や、法人所得税の免除が受けられる可能性がある。前述の

奨励ゾーン制度・奨励業種制度を含め、プロジェクト開始時にはこれらの BOI奨励策を十

分に検討することが有効である。 
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表 1-8 持続的発展のための投資奨励策（抜粋） 

政策 分類 内容 

対象産業に対す

る投資奨励政策 

特典 � 機械輸入税の免除 

� 法人所得税を 8 年間免除（免税額に上限なし） 

� 法人所得税の免除期間終了後さらに 5 年間にわたり

50%減税 

� 輸送費、電気代、水道代の 2 倍を、収益が生じた日か

ら 10 年間控除 

� インフラ設置費、建設費の 25%を通常の減価償却に加

えて控除 

 条件 � バンコク以外の全国に立地するプロジェクトが対象 

� 申請書を 2012 年 12月 31 日までに BOI 事務局に提出

すること 

� プロジェクトは以下のいずれかの業種に該当すること 

� 省エネルギー及び代替エネルギー関連業種 

� 環境にやさしい素材および製品の製造 

� 高度技術を使用した事業 

省エネ・再エネの

使用、環境負荷軽

減のための政策 

特典 � 機械輸入税の免除 

� 土地代および運転資金を含まない投資金額の 70%まで

3 年間法人所得税を免除。なお、法人所得税免除の対象

は既存事業の収入とする。免除期間は、奨励証書受領後

収入が発生した日から開始する 

 条件 � 本政策は、BOI の奨励を受けた既存のプロジェクト、

BOI の奨励を受けていない既存のプロジェクト（ただ

し投資奨励対象業種に該当すること）の両方に適用す

る 

� BOI の奨励を受けたプロジェクトも、法人所得税の減

免期間が終了しているか、法人所得税の免税恩典を受

けていないプロジェクトの場合、本政策の申請をする

ことができる 

� 申請者は、省エネルギー、代替エネルギーの導入、ある

いはまた以下のいずれかを採用することによる環境負

荷の軽減のために、機械を変更するための投資計画を

提出すること 

� 指定の割合でエネルギー消費量を減少させるため

に近代的な技術を導入するための機械の能力改善

への投資 

� 全体エネルギー消費量と比較して指定の割合で代

替エネルギーを使用するための機械の能力改善へ
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政策 分類 内容 

の投資 

� 指定の割合で、廃棄物、排水または排気量を減少さ

せるための機械の改善能力への投資 

� 申請書を 2012 年 12月 31 日までに BOI 事務局に提出

し、奨励証書発給日から 3 年以内に実施を完了するこ

と 

� 既存プロジェクトによる本政策の申請については、投

資額の規模によらず、すべて BOI 事務局において検討

される 

（出所：国際協力銀行「タイの投資環境」2012 年） 

 

 

１－４ 対象国の対象分野の ODA 事業の事例分析および他ドナーの分析 

 

１－４－１ 我が国の対タイ ODA 支援状況 

 

我が国がドナーとなり、これまでにタイで実施してきた産業部門の省エネに関する ODA

事業を以下に記す。 

 

 

表 1-9 省エネ分野における我が国 ODA の実績 

期間 案件名 

2002 年 4月～2005 年 4月 エネルギー管理者訓練センタープロジェクト 

2009 年 3月～2009 年 6月 エネルギー管理者訓練センターフォローアップ 

2008 年 12月～2011 年 3月 アセアン諸国における温暖化ガス削減に向けた省エネル

ギー第三国研修 

 

 

① エネルギー管理者訓練センタープロジェクト 

【背景及び概要】 

タイ国は近年の急速な経済成長に伴い、一次エネルギー消費も年率約 10％で伸長してき

た。一次エネルギーの多くを輸入に頼る同国にとってエネルギー需要の管理は重要な政策

課題となっている。また、地球温暖化ガス（GHG）排出抑制の観点からもその重要性は増

している。こうした背景のもと、同国政府は 1992 年に「省エネルギー促進法」を公布し、

一定水準以上のエネルギーを消費する工場・施設においては「エネルギー管理者（Person 

Responsible for Energy: PRE）」の配置を義務づけるなど、省エネルギーの推進を図ってき

た。しかしながら、同国におけるエネルギー管理者となる人材の数・能力は不足しており、

民間部門における省エネルギーは十分に進展していない現状にある。 
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このため、タイ国政府はDEDEの下に「エネルギー管理者訓練センター（Practical Energy 

Management Training Center: PEMTC）」を開設し、同センターにおいてエネルギー管理

者、及びその指導者の養成・訓練を行うとともに、エネルギー管理者を対象とした資格試験

制度を導入することを計画していた。本プロジェクトは、かかる制度を機能させる上で必要

な制度支援と人材育成を行うものとして、2002 年 4月から開始された。 

 

【実施内容】 

� PEMTC の開設、実施体制の確立 

� PRE 認定のための国家試験制度の設立 

� PRE のための省エネルギー技術研修コースの設立 

� PRE 国家試験制度、研修コースの実施体制の設立 

� PRE支援システムの提案 

 

 

 

図 1-15 PEMTC の外観 

 

 

【PEMTC の機能】 

� PEMTC は DEDE研修課の管理下にある研修施設であり、タイ側が建てた建屋に

JICA の供与機材が設置されている。小型体育館程度の 2F建てであり、1F が実習

上、2F が座学教室となっている。 

� 主たる機能は次のとおり。 

� エネルギー消費の多い大工場ではすでにエネルギー管理者が配置されている

が機能していないため、その能力向上 

� エネルギー管理者非配置の中小工場に対する PR 

� 研修講師は外部委託講師がメインであると考えられる。 

 

【PRE育成の狙い】 

PEMTC の大きな課題の 1 つは、PRE を育成することである。PRE は機器の供給や、設

備のチューンアップ、サービスのメンテナンスのサポート、省エネルギー計画の定義、実行
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成果分析及び監査の証明、そして真の持続可能及び効率的省エネルギーを目指す、DEDE 長

官のガイドラインに沿った管理下のビルや工場オーナーのアシストを行う。 

現時点で DEDE は 2 つの PRE研修コースを持つ考えを示している。 

Conventional PRE Course は 3～4 年の管理の下、エネルギーを 3000kW以下使用し、

ビル及び工場内で使われているエネルギー全体の 20％を使用する職員向けである。また以

下のいずれかの資格を有していなければならない。「機械学もしくは電子工学の専門学位を

保持し、産業工場技術者もしくは金属工として 3 年の実務経験がある者。機械学もしくは

電子工学の上級専門学位と学位を保持し、産業工場技術者もしくは金属工として 1 年の実

務経験がある者。工学、産業技術もしくは技術教育における科学の学士号を持ち、電気、産

業、機械、電子工学、工学、科学、物理、エネルギーのいずれが専攻の者」 

Senior PREコース（電気または熱）は 1～2 年の管理の下、エネルギーを 3000kW以上

使用し、ビル及び工場内で使われているエネルギー全体の 70％を使用する職員向けである。

または電気、産業、機械、電子工学、科学、物理専攻の工学、産業技術工学の学士号保持者

でもよい。 

 

【研修カリキュラム】 

研修は全 6コースに分かれている。 

 

 

表 1-10 PEMTC の研修カリキュラム 

大分類 小分類 対象・カリキュ

ラム 

研修内容 

Senior PRE 

Course 

熱 コ ー

ス 

大企業対象。講

義 5 日、試験 1

日、実習 5 日 

① 省エネルギー法及び省エネルギー管理 

� 省エネルギー法 

� エネルギー管理 

� エネルギー消費データの記録、提

出 

� 投資回収手法 

� 省エネ目標、計画の開発 

② 熱と流体 

� 熱力学の基礎 

� 流体力学の基礎 

� 燃焼理論 

� 伝熱の原理 

③ 熱機関と機器 

� 熱機関と蒸気利用機器 

� 熱エネルギー診断 

④ 省エネへの応用 

� 空気圧縮機、ポンプ、ファンの原理

及び省エネガイドライン 

� 冷凍機と空調の現地及び省エネガ

イドライン 

� 熱機関の省エネ 
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大分類 小分類 対象・カリキュ

ラム 

研修内容 

� その他の省エネ 

 電 気 コ

ース 

大企業対象。講

義 5 日、試験 1

日、実習 5 日 

1. 省エネルギー法、及び省エネルギー管

理 

� 省エネルギー法 

� エネルギー管理 

� エネルギー消費データの記録、提

出 

� 投資回収手法 

� 省エネ目標＆計画の開発 

2. 電気の専門知識 

� 電気および電力の理論 

� 一般的な電気設備 

� 自動制御とデータ処理 

3. 配電システムと電気機器 

� 工場／ビルの配電と制御 

� 空気圧縮機、ポンプ、及びファン 

� 電気エネルギー診断 

4. 省エネへの応用 

� 冷凍機と空調の原理 

� 冷凍機と空調の省エネルギー 

� 空気圧縮機、ポンプ、及びファンの

省エネ 

� 照明設備等の省エネ 

Conventional 

PRE Course 

工 場 対

象 

中小企業対象。

講義 5 日、試験

1 日 

1. 法制度、及びエネルギー管理の基礎 

� 省エネ法 

� エネルギーの基礎 

� ビルでのエネルギー使用 

� 産業でのエネルギー使用 

� エネルギー管理 

� 省エネ目標＆計画の確立 

� エネルギー効率の監視 

� エネルギー消費データの記録、提

出 

2. 電気エネルギーの管理 

� 電気計測 

� 電気エネルギー診断 

� 力率改善 

� ピーク需要管理 

� ビルの照明設備改善 

� 電動モーター、電動機器の効率的

利用 

3. 熱エネルギーの管理 

� 熱の計測 

� 熱エネルギー診断 
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大分類 小分類 対象・カリキュ

ラム 

研修内容 

� ボイラ及び蒸気システムの効率改

善 

� ビルの蓄熱 

� ビル空調システムの効率改善 

� 工場の効率的な冷凍システム 

4. 工場の省エネ関連情報 

代替燃料 

再生エネルギー 

 ビ ル 対

象 

中小企業対象。

講義 5 日、試験

1 日 

1. 法制度、及びエネルギー管理の基礎 

� 省エネ法 

� エネルギーの基礎 

� ビルでのエネルギー使用 

� 産業でのエネルギー使用 

� エネルギー管理 

� 省エネ目標＆計画の確立 

� エネルギー効率の監視 

� エネルギー消費データの記録、提

出 

2. 電気エネルギーの管理 

� 電気計測 

� 電気エネルギー診断 

� 力率改善 

� ピーク需要管理 

� ビルの照明設備改善 

� 電動モーター、電動機器の効率的

利用 

3. 熱エネルギーの管理 

� 熱の計測 

� 熱エネルギー診断 

� ボイラ及び蒸気システムの効率改

善 

� ビルの蓄熱 

� ビル空調システムの効率改善 

� 工場の効率的な冷凍システム 

4. ビルの省エネ関連情報 

� 代替燃料 

� 再生エネルギー 

ミニプラント

研修 

熱 コ ー

ス 

5 日（座学 5：実

習 5）※熱勘定を

除く 

1. 加熱炉の運転と計測技術 

2. 熱勘定計算 

3. 燃焼設備の省エネ 

4. スチームトラップの管理 

5. 省エネ成功事例 

 電 気 コ

ース 

5 日（座学 4：実

習 6） 

1. 流体力学と計測技術の基礎 

2. ポンプの省エネ 
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大分類 小分類 対象・カリキュ

ラム 

研修内容 

3. ファンの省エネ 

4. 空気圧縮機の省エネ 

5. 実習例 

 

 

表 1-11 PEMTC における実習用設備 

設備概要 実際の設備 

① 燃焼炉 

【仕様】 

� 液化石油ガス及びディー

ゼル燃料使用 

� 毎時200.000kcalまで燃焼 

【目的】 

� 工業炉の発熱量計測に使

用 

� バーナー活用のトレーニ

ング・ツールとして使用 

� 省エネルギー計測機器と

して使用 

� 防熱材由来の省エネルギ

ー計測に使用 

� 熱管理技術研修に使用 

 

② 空気圧縮機 

【仕様】 

� 空気圧縮キャパシティ 0.7

メガパスカル時  毎分

3.7cu.m 

【目的】 

� 空気浸透点測定の研修に

使用 

� パイプ内圧力低下による

エネルギーロスの削減方

法を学ぶ 
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設備概要 実際の設備 

③ ファン、ポンプ 

【仕様】 

� ファン：毎分 30 cu.m 時 

6200 パスカル 

� 水ポンプ：毎分 0.37-0.4 

cu.m 

【目的】 

� 回転運動機械の省エネル

ギー技術研修に使用 

� 無段変速機器と省エネル

ギーの原理研修に使用 

� ラインの圧力低下による

エネルギーロスの削減方

法を学ぶ 

� 電力計測研修に使用 

� 自動制御システム研修に

使用 

 

④ ボイラー、ドレントラップ 

【仕様】 

� ディーゼル燃料使用 

� 蒸気生産能力：毎時 500㎏ 

� 蒸気圧力規格：10kg/sq.cm 

【目的】 

� 蒸気をデモ用蒸気トラッ

プセットに供給するため

に使用 

� 省エネルギー研修に使用 

� 諸状態における蒸気トラ

ップの実行メカニズム及

び使用状況の研修に使用 

� 特別計測機器使用時の問

題解決研修に使用 

� 熱水リカバリーの研修・点

検に使用 

 

（出所：DEDEホームページ http://www2.dede.go.th/bhrd/old/jica_eng.html） 

 

 

② エネルギー管理者訓練センターフォローアップ 

【背景】 

「エネルギー管理者訓練センタープロジェクト」において、延べ 738名の PRE の教育が

行われた。プロジェクト終了後も、PEMTC は DEDE によって PRE 育成の研修施設とし

て継続活用されており、タイ国内だけにとどまらずアセアン諸国を対象とした省エネルギ

ー第三国研修も今後 3 年間実施されることとなった。しかしながら、アセアン諸国内でも

タイ国のように産業エネルギーの消費比率が多い国と、ラオスやカンボジアといった民生
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エネルギーが大半を占める国もあることから、省エネ普及活動という点においては、工場の

エネルギー診断のみならず空調機器電力の節約についても見逃せないところである。当時

の実証プラントには空調機器にかかる研修設備は設置されていない状況であったため、調

達に必要な機材リスト作成、機材調査および現地調達支援にかかるフォローアップ調査を

実施することとなった。 

 

【実施内容】 

� 周辺国向け研修に必要な空調システムの調達・設置（インバーター・タイプの空調

設置による省エネ効率の比較・実証） 

� 設置空調システムを用いた省エネルギー研修のシミュレーション・ソフトウエア

とテキスト作成 

 

 

③ アセアン諸国における温暖化ガス削減に向けた省エネルギー第三国研修 

【背景及び概要】 

DEDE は、省エネルギーを促進させる政府機関であり、2002～2005 年の JICA プロジェ

クト「エネルギー管理者訓練センター」の協力により、エネルギー管理者訓練センターを設

置し、タイのエネルギー促進法で規定されているエネルギー管理士を育成してきた。現在、

多くのアセアン諸国は経済発展および生活水準向上に伴い、エネルギー消費が拡大してい

る状況にあるため、二酸化炭素の発生量の増加による地球温暖化を防止する観点から、これ

を削減する必要がある。 

タイのエネルギー管理者訓練センターでは、熱、ポンプ、コンプレッサー、ファンや蒸気

トラップなどの実践的な訓練に加え、シミュレーションを含むソフトウェアや講義カリキ

ュラムによる研修も行える状況にあり、国内向けにも十分活用されている状況にあり、地球

温暖化防止の観点から、アセアン諸国への成果普及に対する活用が期待されている。 

 

【実施内容】 

� アセアン諸国における省エネルギーのニーズ調査 

� 省エネルギーカリキュラムの構築 

� 研修テキストの作成・翻訳 

� アセアン諸国のエンジニア向けの研修実施およびフォローアップ 

 

 

１－４－２ 他ドナーの動向 

 

エネルギー分野における他ドナーからタイへの援助としては、近年では再生可能エネル

ギーの利用拡大に向けたソフトローンが中心であり、省エネルギー分野に関してはほとん

ど行われていない。これは、タイでは自国で省エネ推進のための予算を確保し、DEDE が

中心となり関連制度（規制、インセンティブ）の整備を進めているためであると考えられる。 
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第2章 提案企業の技術の活用可能性及び将来的な事業展開の見通

し 

 

２－１ 提案企業及び活用が見込まれる提案製品・技術の強み 

 

２－１－１ 対象技術の概要及び優位性 

 

対象技術は、導入企業によって異なる多様な生産工程・エネルギー消費状況を確認したう

えで、生産工程を通してのエネルギーを最適利用できるシステムを提供するエンジニアリ

ング技術である。 

また、エネルギー消費量の多い食品飲料・ビール工場を主要なターゲット業種としている。

高度なエネルギー解析技術、省エネ診断結果からの省エネソリューション提案技術を持つ

レノバと、食品飲料・ビール工場の省エネエンジニアリングの経験と省エネ設備の概略設計

技術を持つあい・あいエナジーが連携して保有するパッケージ技術である。 

提供するパッケージ技術は、「エネルギー消費構造解析シミュレーター」と「複合省エネ

機器ソリューション」の 2 つの要素から構成される。以下に、技術の概要を示す。 

 

① エネルギー消費構造解析シミュレーター 

本シミュレーターは、食品飲料工場のマテリアルバランスやエネルギー収支を構造的に

解析し、製造プロセス全体のエネルギー利用を最適化する省エネソリューションを提案す

るものである。 

具体的には、製造フローや温度管理状況、気象条件や立地情報、導入機器等をインプット

とすることで、工場全体および製造工程ごとのエネルギー収支を構造的に解析でき、エネル

ギー消費の大きい工程や製造プロセスにおける無駄、非効率を特定することができる。 

さらに、解析結果を踏まえて、当該工場に必要な省エネ機器や省エネソリューションを提

案できる。かつ、その投資額、投資によるエネルギー削減（コスト削減）効果、投資回収年

数を導出できる。 
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図 2-1 エネルギー消費構造解析シミュレーターのアウトプットイメージ 

 

 

本シミュレーターを活用することで、全体最適の視点から工場省エネのための施策を提

案できる。この点で、諸外国の競合企業が行なっている、工場における個別機器を個別に省

エネ化させて「個別最適」を図る手法と一線を画し（表 2-1 に競合と対象機器を示す）、競

合企業より高い省エネ効果を提示できる。 

当調査においても、シュミレータを活用することで、各工場約 20%～40%のエネルギー

コスト削減効果を示し、高い関心を得た。なお、本シュミレータの活用により、日本におい

ても、大手ビールメーカーでの省エネ診断調査でも活用されており、その効果が実証されて

いる。 

 

 

表 2-1 省エネ技術の競合と対象機器 

対象機器 競合会社（国） 

空調 Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd.（アメリ

カ） 

冷凍機/冷却塔 Liang Chi Thailand Cooling Tower（中国） 

 Baltimore Aircoil Company, Inc. (BAC)（ベルギー） 

 SPX Cooling Technologies (MARLEY)（アメリカ） 

 Funke（ドイツ） 
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対象機器 競合会社（国） 

熱交換器 Thaiflex Equipment Co., Ltd. (GEA PHE Systems)（ドイツ） 

 Vahterus Oy（フィンランド） 

照明 Philips Electronics Ltd.（オランダ） 

 Siemens AG（ドイツ） 

 

 

② 複合省エネ機器ソリューション 

省エネソリューションは、下表のような製品群から成り、対象工場の設備状況や投資力と、

上記①のシミュレーション結果に基づいて導入される。これらの機器は日本企業が高い国

際競争力を持つ分野であり、日本や世界の大手ビールメーカー、飲料メーカー、食品加工工

場等で多数の導入実績を誇るものである。当社はこれらの日本メーカーと連携しながら、あ

い・あいエナジーが行う基本設計のもと、機械商社として省エネ機器のパッケージ販売、エ

ンジニアリングビジネスを行なっていく。 

また、技術の導入だけでなく、適切な保守・メンテナンス方法を指導し、各種機器の省エ

ネ性能を継続的に維持するノウハウ移転もソリューションに含まれる。対象とするシステ

ムの要素技術は以下の通りであり、これらを単体販売するのではなく、生産工程・エネルギ

ー利用状況・投資予算に応じ最適パッケージを提案するエンジニアリング技術が本技術の

最大の強みである。 

 

 

表 2-2 省エネ機器ソリューションの要素技術 

技術 説明 

煮沸釜排出蒸気再圧

縮再利用システム

（VRC） 

生産工程内で発生する排熱・排蒸気を回収、圧縮し、工程内で再

利用する技術（下図参照） 

CO2 回収液化装置省

エネルギーシステム 

生産工程で排出されるCO2を圧縮、液化し、冷熱利用することで

省エネルギーを図るシステム 

ヒートポンプ利用ビ

ール殺菌システム 

ヒートポンプを利用することで殺菌工程の省エネルギー化を図る

システム 

カスケード冷却シス

テム 

大温度差冷却工程に対して、冷却装置を多段冷却（カスケード冷

却）させることで、冷凍機の効率を上げて消費動力を小さくでき、

省エネルギー化する技術 

ボトルウォッシャー

熱回収システム 

瓶洗浄工程における排熱を再利用し省エネルギー化を図るシステ

ム 

バイオガス回収ボイ

ラー 

工場排水を嫌気性処理する際に発生するバイオガスを回収し、燃

料として再利用するシステム（下図参照） 

保守・メンテナンス 適切な保守・メンテナンス方法を指導し、各種機器の省エネ性能

を継続的に維持する 
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図 2-2 煮沸釜排出蒸気再圧縮再利用システム（VRC）のシステム概要 

 

 

 

図 2-3 バイオガス回収ボイラーのシステム概要 

 

  

調整槽 メタン発酵槽 後段処理設備
高濃度

排水
処理水

放流

脱硫設備 ガスホルダ ボイラ

工場内で

再使用

バイオガス

蒸気

調整槽 メタン発酵槽 後段処理設備
高濃度

排水
処理水

放流

脱硫設備 ガスホルダ ボイラ

工場内で

再使用

バイオガス

蒸気
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煮沸釜排出蒸気再圧縮再利用システム

（VRC） 

 
バイオガス回収ボイラー 

写真 2-1 設備の外観 

 

 

２－１－２ 対象技術に対する市場の反応 

 

タイの食品飲料工場 13 社を訪問した。このうち、本調査の事前調査時より当社技術に高

い関心を示していた、A 社（即席麺）、B 社（ソフトドリンク）の 2 社に加え、本調査を通

じて高い関心を示した C 社（ビール）の 3 社に対しては、データ提供を受けた上でのエネ

ルギー消費構造解析シミュレーションを実施するとともに、詳細な複合省エネソリューシ

ョンを提案した。 

また D 社（コーヒー飲料）、E 社（ツナ缶）、F 社（ソルビトール）の 3 社も当社の省エ

ネ提案を受けることに対して、高い関心を示しており、今後のデータ開示を了承している。

詳細提案には至らなかったが、今後も必要データの取得の上、具体的な詳細提案を行うこと

で合意した。A 社、B 社、C 社に対しての具体的提案内容は 3 章にて詳細に示すが、各訪問

企業の当社提案技術に反応及び今後の事業化への見通し等について下表に示す。 

企業により反応は異なるものの、総じて当省エネ技術に高い関心を示していることが確

認できた。来年度以降、具体的に提案の導入を検討している企業も複数社あり、今後更なる

詳細提案や見積もり金額の提示等を現地エンジニアリング会社（P 社等）と連携の上、実行

する事業環境を構築できた。 

 

 

表 2-3 提案する省エネソリューションに対する反応 

企業名（主な製品） 当技術に対する反応及び事業化への検討 

A 社 

（即席麺） 

· 製造プロセス、エネルギー消費状況の詳細な確認を行った 

· 当調査に非常に高い関心を示しており、具体的な提案を行っ

た 

� 温度条件等のデータ収集を行い、スチーマーからの蒸気回収、

フライヤーからの排熱回収、冷却機械への給湯式冷凍機の導

入の提案を行った 
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企業名（主な製品） 当技術に対する反応及び事業化への検討 

� スクラバー等の既存設備の規模、仕様を確認が必要であり、そ

の上で提案の投資額等を詳細に見積もる 

� 第三回目訪問時に P 社と同行した。今後も連携の上、各提案

の精緻な見積りを行う 

B 社 

（ソフトドリンク） 

· 当調査に非常に高い関心を示しており、具体的な提案を行っ

た 

· 省エネ提案実施前に新規のボイラーを導入する意向であった

が、オーバースペックになる可能性があるため、先に省エネを

実施することを提案した 

· 現在 1 つであるミキシングシステムを 1 つ追加し、フィリン

グシステムに接続する工程を 2 つにする予定。この工程の改

造を先んじてすることが望んでいる。そちらのスケジューリ

ングも鑑みて、提案の導入を検討している 

· 第三回目訪問時に、高効率な小型ボイラーの導入、エアコンプ

レッサー及び生産物の冷却過程からの排熱回収、水冷式クー

リングタワーの導入の提案行った 

· 提案を行う際に P 社が作成した簡易見積もりを参考にした。

同社は B 社と既に事業を行っており、パートナーシップが構

築できているためである 

C 社 

（ビール） 

· 800 万 HL/日製造、アジアではトップレベルの規模のビール

工場である 

· 省エネには十分に着手できておらず当調査に非常に高い関心

を示している 

· 3 回にわたり、エンジニアリングマネージャー（技術部門の責

任者）と現在の工程や各温度条件等について確認を行った上

で、消費構造解析シミュレーション等を本調査内で行った 

· 煮沸釜からの熱回収システムの導入、ヒートポンプの滅菌工

程への導入、CO2 の回収、液化装置等の計 5 つの提案を行っ

た 

· エンジニアリングマネージャーとしては提案内容自体にも最

終的に高い関心を示し、今後の事業化に向けてマネジメント

層に話を進めていくことを確認した 

· 第二回目訪問時は、Q 社と、第三回目訪問時には P 社と同行

した。特に P 社は C 社の敷地内に事務所を構えており、十分

なパートナーシップが構築できる。今後も連携の上、各提案の

精緻な見積りを行うこととした 

D 社 

（缶コーヒー） 

· 来年度以降社内で予算を取得し、省エネに積極的に取り組む

予定とのこと。来年度の予算は 1,000万バーツである。但し、
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企業名（主な製品） 当技術に対する反応及び事業化への検討 

良質な省エネ提案があれば、その予算を増額させることも可

能である 

· 一方、省エネへの取り組みは初期段階である 

· 現在、日本本社が主体となり、社内で省エネプログラムを実施

している。こちらが一段落着いた後、当社が詳細提案を行うこ

と、及び今度も必要なデータ（温度条件等）を依頼することに

了承している 

E 社 

（ツナ缶） 

· ツナ缶のパッケージングを行う世界有数の大規模工場である 

· 担当者は生産量や各エネルギー消費量を把握していなかった

ものの、過去のツナ缶工場での省エネ実績を伝えたところ、関

心が示された 

· 各必要なデータの開示について、社内の承認手続き中である

ため、承認後詳細な提案に向けて活動することを確認した 

F 社 

（ソルビトール甘味

料） 

· これまでにいくつか省エネ提案は受けているが、製造プロセ

ス全体の省エネは実施していないため、提案技術に関心があ

る 

· スチームボイラー、水素化工程にて特に多くの排熱が無駄に

出ており、省エネのポテンシャルは高いことが確認できた 

· 第 2 回、3 回訪問時に、詳細な工程、熱収支についてエンジニ

アリングマネージャーと確認した。一部データを追加で取得

する必要があり、その上で今後も詳細な提案に向けて活動す

ることを確認した 

G 社 

（アイスクリーム） 

· 新設プラントの製造プロセスや温度条件の確認を行った 

· 新設プラントの方が省エネポテンシャルは高いが、先方とし

ては喫緊のニーズがない 

H 社 

（コンデンスミルク

等乳製品） 

· DEDE の省エネ設備補助を活用してヒートポンプの導入工事

中である 

· 加えて、製造プロセスの省エネには関心がある 

I 社 

（シーフード加工） 

· 冷蔵、冷凍に係る電力がエネルギー消費の大部分を占める 

· 省エネに関心あり。今後、冷凍機や室内空調に関する提案を実

施 

J 社 

（シーフード加工） 

冷蔵、冷凍に係る電力がエネルギー消費の大部分を占め、冷凍

機を更新することで省エネが見込まれることが確認できた 

K 社 

（食パン、パン粉） 

· 系列会社でより規模が大きく省エネポテンシャルの高い工場

があるため、次回はそちらを訪問調査する 

L 社 

（パン粉） 

· 電気駆動のモーターの使用が主要であり、熱利用はない。その

ため、排熱回収等を組み合わせる当社独自の複合省エネショ

リューションのニーズはなかった 
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企業名（主な製品） 当技術に対する反応及び事業化への検討 

M 社 

（コーヒー飲料） 

· 省エネに対して喫緊の課題意識はない 

 

 

２－２ 提案企業の事業展開における海外進出の位置づけ 

 

２－２－１ 当社の海外事業展開の方針 

 

当社は、コンサルティング事業ならびに、カーボン・オフセット事業、プラスチックリサ

イクル事業、メガソーラー事業など実業も展開している環境ビジネス企業である。 

特に昨今はエネルギー事業の展開を積極的に進めてきており、エネルギー需給緩和が社

会的課題となっている東南アジア圏において当社の知見や技術が活かせると考えている。

経営戦略として、積極的に東南アジア圏のエネルギー事業に進出していくことを定めてお

り、その一環として本調査の対象であるタイへの食品工場向け省エネ事業を積極的に進め

ていくことを事業方針として位置づけている。 

 

 

２－２－２ タイでの事業展開における準備状況 

 

前述のとおり、当調査を通じて詳細な省エネ提案を行った企業からは、対象技術に対する

高い関心が示され、一部の企業については、具体的な検討が進んでいる。 

一方、タイ政府として企業の省エネ、エコ化を政策的に進めているエネルギー省 DEDE

からも当社技術に関心を寄せられ、今後の当社のビジネス展開について協力を得られる関

係構築ができた。 

また、リース会社、ESCO 企業など複数のタイ現地企業からも提携に向けた協議を求め

られた。特に P 社、Q 社を初めとする現地エンジニアリング会社の反応が良好であり、当

社の省エネエンジニアリングを基に、機器調達、機器設置工事、土木工事等、提案を具現化

する際の協業に前向きである。これらのエンジニアリング会社とは、一部工場の省エネ提案

に関しては実際に簡易見積もり等で協力を得ることができた。 

このようなタイにおける当社技術のニーズの高さが改めて確認できており、また、当社と

しても現地法人設立等の現地体制強化を検討していることから、来年度にも実際に事業展

開を進めていくことへの準備は整っている。 
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２－３ 提案企業の海外進出による日本国内地域経済への貢献 

 

２－３－１ 当社海外事業に付随する日本国内の雇用へ影響 

 

当社の技術は、生産工程全体で最大限の省エネ効果（最大 4割）を発揮させるエンジニ

アリング技術である。当社のエンジニアリングを行ったのち、当社提案による省エネ機器

を導入することとなる。試算によると、タイには約 6,500 もの食品工場が存在するとさ

れ、省エネ設備投資の市場規模は 9,000億円と推計される。タイの食品飲料工場では殆ど

生産工程での省エネは為されておらず、この大市場が未開拓で残っているといえる。 

当社のエンジニアリングにより設備導入効果が期待される省エネ機器メーカーには以下

のような企業が含まれており、当社のエンジニアリング技術がタイに進出することで、こ

れらの企業及びその関連会社・下請け会社の海外進出も合わせて加速化される。よって、

当社事業は日本国内における雇用の増加を促進することができる。 

 

 

表 2-4 省エネ機器メーカー 

法人名 所在地 資本金 事業概要 

三浦工業(株) 愛媛県松山市 95億円 ボイラー製造 

(株)日阪製作所 大坂府大阪市 41億円 熱交換器製造 

(株)前川製作所 東京都江東区 10億円 各種省エネ機器製造販売 

(株)北斗 東京都品川区 1,000万円 省エネ機器製造 

エンバイロ・ビジョン

（株） 

東京都豊島区 1,000万円 環境用機械製造販売 

 

 

２－３－２ 東京都産業政策との整合性 

 

当社が所在する東京都では、平成 25 年 1月に「「2020 年の東京」へのアクションプロ

グラム 2013」を策定し、都の産業政策として「【目標 5】産業力と都市の魅力を高め、東

京を新たな成長軌道に乗せる」と謳っている。その中で、「中小企業の海外展開支援」を

４つの重点事業の 1 つとして掲げ、高い技術力を武器に海外で事業展開する中小企業を支

援していくことを重点的に進めるとしている。 

平成 25 年度海外展開技術支援助成事業では、東京都産業労働局及び公益財団法人東京

都中小企業振興公社により、東京都内の中小企業に対し、実用化段階にある自社製品や試

作品の海外向けの製品改良や、ISO、IEC 等の国際的な認証・規格への適合等に要する経

費の一部を助成する事業が設けられた。 

また、上記アクションプログラム 2013 では、「成長性の高い産業分野の振興」を重点事

業として掲げ、環境・エネルギー分野を「成長性の高い産業分野」として位置付け、その

振興を進めるとしている。これは、当社の事業である再生可能エネルギー事業、省エネル
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ギー事業は、まさに都の重点事業にマッチしているものである。以上より、中小企業であ

る当社、及び技術提携している株式会社あい・あいエナジーアソシエイツ（以下、あい・

あいエナジー）（東京都目黒区）の技術が東南アジア圏に進出し、環境・エネルギー事業

として成功することは東京都の産業振興政策と整合しているものである。 

 

 

２－４ 想定する事業の仕組み 

 

２－４－１ 当事業の実施の方法及びスキーム 

 

当社が食品飲料工場における省エネシミュレーション、省エネシステム設計を提供し、エ

ンジニアリング報酬を収入とするビジネスを行う。 

事業実施に当たっては、現地エンジニアリング会社、工事会社、金融機関等と連携して進め

る。当社がシミュレーション及び設計を行い、現地エンジニアリング会社または工事会社が

設計に基づき機器の調達、据付工事を行う（図 2-4）。 

さらに、将来的には当社が省エネルギーエンジニアリングサービスを提供する現地法人

会社をタイに設立し、エンジニアリング報酬ならびに、ESCO サービス料を収入とするビ

ジネスモデルも検討していく（図 2-5）。エネルギーコスト削減分の一部を ESCOサービス

料としてリース返済に充て、オーナー企業の省エネ設備投資の負担をゼロにする事業スキ

ームである。本事業への連携に関心を寄せているタイ ESCO 会社、リース会社、商社、エ

ンジニアリング会社などと連携し、顧客となる食品飲料工場への販促、施工体制を強化する。 

 

 

 
図 2-4 事業スキーム（エンジニアリング報酬型） 

タイ食品飲料企業

現地エンジニアリン

グ会社／工事会社

省エネシステム導入

省エネシステム導入費用

レノバ

技術提携

あいあいエナジー

エンジニアリング報酬シミュレーション、設計

日系省エネ機器メーカー群

機器代省エネ機器
融資

金融機関

返済
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図 2-5 事業スキーム（ESCO 事業型） 

 

 

２－４－２ 当事業の市場規模 

 

タイ国内における約 6,500 もの食品工場のうち、生産工程における包括的な省エネはほ

とんど行われていないのが現状である。これらの工場に対して省エネ設備投資をした場合

の市場規模は約 9,000億円と推計される8。 

また、上述のとおり、当社はエンジニアリングサービスを提供することで収益を得る。 

「非公開部分につき非表示」 

このように、本事業に関しては機器販売及び省エネサービスの双方において非常に広大

で魅力的な市場である。 

 

 

２－５ 想定する事業実施体制・具体的な普及に向けたスケジュール 

 

２－５－１ 事業実施のスケジュール 

 

当事業の実施に当たっては、以下のスケジュールを想定している。 

事業の普及に当たっては、本技術の理解促進と現地の技術者育成が不可欠である。したが

って、本調査終了後には、事業実施意向が高い企業に対して第 1 号案件として設備導入を

行い、省エネ効果を広く PR する。また、省エネ人材の能力開発を目的とした官民ワーキン

ググループを ODA 事業として立ち上げ、当該工場をモデルとしてケーススタディを行う。

これらの実施により、当社技術による省エネが普及するための土壌を整備し、2015 年頃に

                                                  
8 1工場当たりの投資額を 1.4億円として算出（これまでに当社で提案を行った省エネ事業設

備投資額の平均的な値） 

タイ食品飲料企業

現地企業

現地法人

エンジニアリング報酬

ESCOサービス料

ESCOサービス

機器

代
省エネ

機器

日系省エネ機器メーカー群

リース会社

リース料

機器

リース選定

レノバ

出資

あいあいエナジー

技術提携
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は複数の案件受注が出来るような体制構築を目指す。 

 

 

表 2-5 事業実施のスケジュール 

年度 実施内容 

2013 年度 ・ 外務省委託事業（案件化調査）の実施 

・ 具体的なポテンシャルのあるサイトのロングリスト作成 

・ 事業パートナー企業の絞り込み 

2014 年度 ・ ODA プロジェクトによる現地での省エネ人材育成 

・ 事業パートナー企業との提携構築、現地法人設立 

2015 年度 ・ 本格事業展開、3 年以内に累積受注 10 件、年間売上 10億円を目指

す 

 

 

２－５－２ 事業の実施体制 

実施体制として、図 2-4 に示したとおり、ESCO 事業者、金融機関、工事会社等の現地

パートナーとの協業が必要である。事業パートナーの絞り込みのため、これらの企業にヒア

リングを実施した結果を下表に示す。 

ESCO 会社による当事業に対する興味が確認された一方、ESCO 事業のパフォーマンス

契約という契約形態が金融機関、導入先企業含め一般的に行われているわけではないため、

まだタイでは浸透には至っていないというヒアリング結果も得られた。ただし、これにより

日本の省エネ及び ESCO のノウハウを提供できる余地が残されているという見方もあり、

ESCO会社からは対象技術に対する提携の可能性を示唆された。タイ現地金融機関からも、

協業に向けた前向きな姿勢が確認できた。 

工事会社については、P 社と来年度以降の提携に具体的な検討を進めるに至った。 

P 社からは、第 2 回現地調査時に 1 社の簡易見積もりの提示を受け、また第 3 回現地調査

時には 2 社の訪問に際して当社と同行し、今後のより一層詳細な省エネ提案のサポート及

び実際の見積もり等の連携に向けて協業を開始した。 

 

 

表 2-6  ESCO 事業者、金融機関へのヒアリング結果 

企業名 ヒアリング結果 

X 社 · 提案技術については非常に関心がある。X 社としてどのように

協業していくか判断するため、本プロジェクトのポテンシャル

を確認していきたい 

· そこで、弊社として本調査において市場調査、対象企業リスト

整備、エネルギー診断をした上で候補企業を抽出することとす

る。その結果共有を受けてから X 社は、具体的な協業を検討す

ることとする 
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企業名 ヒアリング結果 

· X 社はさまざまな業種に対して販売チャネルを持っているの

で、タイで省エネ事業を行ううえでは良いパートナーになりう

る 

· X 社の ESCOサービスの特徴として、機器導入後のメンテナン

ス体制が充実していることである 

� X 社では 7 年間のメンテナンス保証している 

� また、導入後のモニタリングシステムを持っており、本部

に情報が集約されるようになっている 

· コンストラクターやサブコンの紹介についても協力できる 

S 社 ・ タイにおいては、省エネは今後広がっていく技術と考えており、

積極的にローンを組成していく予定である 

・ 現地の大手 ESCO会社などと組んで、省エネに関するコスト削

減分を ESCO会社が事業主に保証する、ベネフィット保証型の

ESCO 事業に対するファイナンスサービスも提供している 

・ 提案技術についても関心があり、是非とも上記サービスを活用

して進められればと考えている。ただし、あくまでファイナン

スの是非は、事業主の与信に影響されるところもあるので、事

業展開するにあたってはファイナンスのつきやすい事業主と行

うのが良い 

T 社 � リースを含めた ESCO 事業に関わっていくことは問題ない。例

えば今回提省エネ提案している工場に対しても協業すること

は可能であると思う 

� タイで ESCOビジネスを行うにあたっては、省エネ効果を保証

するスキームを求められるケースが多く、それがどこまで保証

しきれるかが課題と考える 

� またタイにおいては、省エネ設備に対しても、本当に必要に迫

られた際でなければ、事業主側は投資をしない傾向にあると考

えられ、その必要性を理解してもらう丁寧なコミュニケーショ

ンが必要である 

� 上記からも、タイでの省エネニーズを発掘し、事業化するのが

いくつかのハードルがあると思われる 

 

 

表 2-7 工事会社へのヒアリング結果 

企業名 ヒアリング結果 

P 社 � 食品飲料工事を中心とした、産業機器の調達、取付を行う EPC。

提案技術のタイでの普及にあたっては、詳細なエンジニアリン

グや、機器の調達・導入、現地工事の面において協業すること
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企業名 ヒアリング結果 

が可能である 

� ビール工場、乳製品等、食品飲料工場に多数の顧客を持つ。提

案技術に関心を持ち、本調査内で省エネ提案を行った B 社、C

社も既に顧客である 

� ベトナム、フィリピン、インドネシアに現地事務所を構えるだ

けの大手企業である 

� メンテナンス、サービス体制も確立しており、工事だけでなく

運営においても協業できる 

� 第二回渡航時に、B 社への提案内容に対して見積もりを作成し、

第三回渡航時に当社が C 社、A 社に訪問する際に同行するな

ど、本調査の推進にも協業していくことで了承した 

� 今後、機器調達、工事の観点からより提案をより詳細にサポー

トすることで合意した 

Q 社 � 食品飲料工事向けの産業機械を多く製造する機器メーカーで

ある 

� 第二回渡航時に C 社の訪問に同行し、今後も連携していくこと

で合意した 

� 今後機器調達の部分を主に、連携を図る予定である 

 

 

２－５－３ 事業実施における課題 

 

本事業を実施するに当たり、考えられる課題とその対応策を下表に示す。 

 

 

表 2-8 本事業における課題と対応策 

項目 課題及び対応策 

資金調達 【課題】 

・ 自社で現地法人を設立し、自社が ESCO会社として資金調達、

投資を行い、事業主にリースする事業スキームを取るには、タ

イでの実績のなさの理由からファイナンスが難しい 

【対応】 

� 現地で設立する ESCO会社は自社による 100%出資ではなく、

現地企業、大手日系企業とでの共同出資が必要である 

� リース会社、共同出資を行う現地企業、日系企業に関して適切

なパートナーを確保するため、本調査で関心を示したリース会

社、エンジニアリング会社との協業を模索する 

事業の現地化 【課題】 



41 
 

項目 課題及び対応策 

・ 省エネ機器、工事、メンテナンスをすべて日本企業で行うこと

はコスト高となり、事業収益性に影響が出てくる 

・ 事業の現地化が求められるが、適切なパートナーを選定する必

要がある 

【対応】 

・ 人件費を考慮し、省エネ機器の生産の現地化を検討する。ただ

し、一部の中核となるモジュールに関しては日本国内での生産

も検討する 

・ また、設備工事、メンテナンスは、現地法人を活用する 

・ 土木工事が課題であるが、現地エンジニアリング会社と提携し

ているサブコントラクターを中心に選定を予定 

・ 工事面、運営維持管理の面で、適切なパートナーを選定できな

いリスクがあるが、少なくとも P 社は設備工事、メンテナンス

等の協業に高い関心を示している。機器毎の現地生産体制や長

期的なメンテナンスについては、事業化に向け今後検討が必要

である 

技術の理解、認知 【課題】 

・ タイの製造業において、生産プロセス全体を通じた省エネルギ

ーは浸透しておらず、総じて関心を示されるものの、具体的な

提案内容が理解され、投資・事業化まで持ち込むのに多くの営

業リソース、時間を要する 

【対応策】 

・ 提案技術の内容、投資効果に関する理解や認知向上のための公

的支援、タイにおける人材育成プログラムが必要である 

・ まずは本調査で具体的な検討を行った企業を候補として、第 1

号案件を組成するとともに、省エネ効果の検証を行い、それを

ケーススタディとして ODA 事業内において現地政府と連携し

た普及展開施策を進めたい（第 5 章参照） 

 

 

２－６ リスクへの対応 

 

事業の実施に当たり、法務、知的財産、環境社会面からのリスクが想定される。これらに

関して、講じられる対応策を検討した。現時点では、喫緊な対応が必要なリスクは顕在化し

ていない。 
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表 2-9 リスクへの対応策 

項目 課題及び対応策 

法務リスク � タイで省エネエンジニアリングビジネスを行う際、51％以上の

タイ企業との共同出資が原則となる。したがって、タイ法人と

のビジネスパートナー構築が必須であり、本調査事業を含めて

事業パートナーの発掘、選定を行う 

� 現地での大手 ESCO会社、大手エンジニアリング会社（P 社）

などより、当社の技術に関心を寄せられている状況であり、こ

のような企業都の協業の可能性はありうる 

知財リスク � 省エネエンジニアリング技術は、機器販売事業と異なり、経験・

ノウハウに基づいたエネルギー解析・シミュレート技術、ソリ

ューション提案技術が競争の源泉であり模倣が困難であるた

め、知財リスクは少ないと考えられる 

� そのため、喫緊でのリスクでの対応は必要ないと考えられる

が、当該技術についてタイで特許取得を行うことを検討する 

環境社会面のリス

ク 

� 対象技術は省エネの実施により GHG 削減、大気汚染抑制、節

水、異臭抑制を図るものであり、環境社会面での負の影響は極

めて小さいと考えられる（機器工事で多少の騒音がある程度） 

� そのため、喫緊でのリスクの対応は必要ないと考えられる 
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第3章 製品・技術に関する紹介や試用、または各種試験を含む現

地適合性検証活動（実証・パイロット調査） 

 

３－１ 製品・技術の紹介や試用、または各種試験を含む現地適合性検証活動（実証・パイ

ロット調査）の概要 

 

３－１－１ 技術提案の概要 

 

訪問した食品飲料工場のうち、特に省エネに関心が高く、データの開示に協力的であった

3 社（A 社、B 社、C 社）に対しては、現状の生産工程を正確に把握した上で、工程内のエ

ネルギー消費状況についてシミュレーンし、それをもとに複数機器の包括的な省エネ事業

の提案を行った。また、これらの提案は、概ね 2～3 年の投資回収を見込めるものとしてお

り、顧客候補企業としての投資基準はクリアするものであった。 

 

 

３－１－２ セミナーの概要 

 

食品飲料工場や関係者に対して、当調査結果の報告及び事業の普及を目的とし、現地にて

省エネセミナー（セミナータイトル：“The integrated energy saving system at Food and 

Beverage factories in Thailand”）を開催した。当調査にて訪問した食品飲料工場、DEDE、

日本政府機関（在タイ日本国大使館、JICA バンコク事務所）等から計 28 名が参加した。

本セミナーを通じて、本調査内容及び提案技術について理解を促し、さらにタイでの省エネ

事業の普及及び事業の現地化の第一歩として、寄与することができたと考えられる。 

 

 

３－２ 製品・技術の紹介や試用、または各種試験を含む現地適合性検証活動（実証・パイ

ロット調査）の結果 

 

３－２－１ 各工場に対する提案内容 

 

各工場に対する詳細提案内容を表 3-1 にて示す。また 3 社の現状の生産工程及び提案内容

の該当箇所を図 3-1、図 3-2、図 3-3 に示す。 

投資回収年数は概ね 3 年未満であり、十分に経済的メリットのある提案であると言える。

一部の提案に対しては初期投資額の精査が必要であり、今後事業化を想定する中で精査を

図る。これらの初期投資額次第であるが、全体のエネルギーコスト対して、C 社は 20～30%

程度、B 社は 20～30%程度のコスト削減が想定される。A 社は既存設備の情報を一部取得

中であり、精査が必要であるが、30%以上のコスト削減が見込まれる。 

詳細提案を行った 3 社のいずれも提案内容に対して高い興味を示しており、投資回収年
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数についても許容範囲内であるとの考えであった。今後も更に精緻な提案、導入提案に必要

な設備の見積もりを行うにあたり、より精度の高い情報開示を行うことに了承しており、本

調査終了後も引き続き情報の取得、提案のブラッシュアップに努める。 

なお、今後の活動として、事業の現地化を想定して、P 社や Q 社と連携の上詳細見積も

りの取得を行っていく予定である。 

 

 

表 3-1 各工場への提案内容 

「非公開部分につき非表示」 
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「非公開部分につき非表示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 C 社の製造工程及び当社の提案 

  



46 
 

 

 

 

 

 

 

「非公開部分につき非表示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 B 社の製造工程及び当社の提案 

 

 

 

 

 

 

 

「非公開部分につき非表示」 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 A 社の製造工程及び当社の提案 

 

 

３－２－２ セミナーの内容 

 

以下にセミナーへの出席者、アジェンダ、関係者スピーチの要約、当社プレゼンテーショ

ンの内容を示す。 

セミナーへは食品飲料工場会社、DEDE、日本政府機関（在タイ日本国大使館、JICA）

等から計 27名が参加した。バンコクにおけるデモの影響により、急遽日程を前倒ししての
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開催であったが、一定人数の参加があり、内容に対する興味が確認できた。 

セミナーは、図 3-4 のアジェンダの通りに進め、当社のプレゼンテーションにおいては、

当調査の位置付けの説明及び調査結果の報告、提案する複合省エネソリューションのコン

セプトを中心とした説明（いずれも別添資料を参照）を行った。 

セミナー終了後には、参加者（食品メーカー）より、当社が提案する省エネ技術に関心が

あるため、提案を受けたいとの依頼が寄せられた。また、DEDE エンジニアの Asawin 氏

からは、当該技術の理解を深めたく、今後も継続的な関係を構築したいとの意向が示された。 

 

 

表 3-2 セミナーへの出席者リスト 

 

 

 

「非公開部分につき非表示」 
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図 3-4 セミナーのアジェンダ 
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表 3-3 DEDE 及び日本国大使館によるスピーチ内容（要約） 

スピーカー 内容（要約） 

DEDE � 本セミナーは複数の産業における省エネ及びそれによるコスト削

減の機会を支援するものであり、同時に地球温暖化や環境問題への

対応にも寄与するものである 

� タイ国はエネルギーの多くを輸入に頼る一方、新興国としてエネル

ギー消費は増加する傾向にあるため、エネルギーセキュリティーの

確保のために多くの資金を投じてきた 

� エネルギー消費の効率改善は、重点的な課題であり、「20 Year 

Energy Efficiency Development Plan 2011-2030)」と題した省エ

ネ施策を掲げている。そこには、20 年間で 25%のエネルギー使用

量削減を目標としている 

� DEDE としても産業分野における省エネの普及を重要視してお

り、エネルギー消費量割合が最も高い食品飲料業界においては特に

必要度が高いと認識している 

� 政府系機関と民間企業が連携して、省エネ施策を行うことが必要で

あり、DEDE としては、省エネを実現するエネルギー効率の高い新

技術への投資補助等の施策を打ち出すこと責務と考えている 

� 以上より、当セミナーは有益なものであり、省エネ施策を後押しす

る上でも重要である。DEDE は、食品飲料工場がより効率的に生産

を行うために、意見及び経験を交換することに全面的に協力する 

� 各関係者に今回の機会を設けて頂いたことに感謝する 

在タイ日本大 

大使館 

� 日本とタイは文化的な交流や経済面での連携において良好な関係

を構築してきた。当セミナーも今後の関係構築に寄与するものであ

り、主催と招聘に関係者各位に感謝している 

� 日本はエネルギーの自給率は 4%と非常に少ない（一方、タイは

60%）。こういった環境下で日本はエネルギーセキュリティーを確

保するための手段として、省エネを最優先事項とし、技術を高めて

きた。その結果、現在では省エネ大国であると言える 

� IEA によると東南アジアの需要は 2035 年までに、85％増加するこ

とから当地域においても省エネの重要性は高まっている 

� また、省エネは、エネルギー問題の解決だけでなく、経済性にも寄

与する。投資回収年数等、詳細説明をレノバにより行う 

 

３－３ 採算性の検討 

 

本事業における当社の収益モデルは、タイの食品飲料工場に対する省エネシミュレーシ

ョン、省エネシステム設計を行うことによるエンジニアリング報酬である。1 件当たりのエ

ンジニアリング報酬は、事業規模に応じて異なるが、数千万円のオーダーを想定している。 

エンジニアリングの実施に係る費用としては、主に人件費である。内訳は、工場での実地
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調査によるプロセス確認、エネルギー消費データ取得、シミュレーターによる分析、分析結

果を踏まえた省エネシステムの設計・提案が含まれる。 

当社はこれまでにベトナム、ラオス等の食品飲料工場において同様の調査を実施してお

り、その際に要した時間を考慮した上で、上記費用であれば採算性を成り立たせることが可

能である。 

また、将来的には現地エンジニアリング会社とパートナーシップを構築し、省エネ診断の

初期段階に関与できるエンジニアを育成することにより、サービスの一部現地化及びコス

トダウンを進めることが可能であると考えられる。 

企業側としては投資回収年数が 3 年以内となることを投資基準として重要視しており、

本調査で提案を行った 3 企業における投資回収年数（概ね 3 年未満）に関しては、十分に

検討の俎上に載る範囲であるとの感触を得た。したがって、設計費や工事費を組み入れた上

での総投資額についても 3 年以内に収めることができるため、十分に導入の可能性がある

と考えられる。 
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第4章 ODA 案件化による対象国における開発効果及び提案企業

の事業展開に係る効果 

 

４－１ 提案製品・技術と開発課題の整合性 

 

４－１－１ エネルギー逼迫状況の緩和 

 

1-2 で述べた通り、タイでは経済成長に伴いエネルギー需要が伸長しており、天然ガスや

電力を輸入せざるを得ない状況である。エネルギー省は 2011 年に「エネルギー効率開発 20

ヵ年計画」を発表し、2030 年に向け各セクターでのエネルギー効率化の目標値を掲げた。 

このような開発課題に対し、提案技術は需要側のエネルギー消費低減策として有効な技

術である。提案技術は、タイにおけるエネルギー多消費産業である食品産業をターゲットと

しており、また最大で 4 割程度の高い省エネ効果を得ることができる。これまで生産工程

全体を通じた省エネが行われていないタイの食品飲料工場において、提案技術を用いた省

エネを実施することにより、国内のエネルギー需要の低減、ひいては産業の持続的な発展に

貢献することができる。 

 

 

４－１－２ エネルギーコスト削減による競争力強化 

 

タイでは電力料金が割高であり、また燃料価格も高騰を続けている。そこで、省エネルギ

ーを進め、産業全体のエネルギーコスト削減が求められている。 

特に、タイにおいては中小企業の割合が全企業数の 99%を占め、タイ経済の根幹を担っ

ているが、このようなエネルギーコストの上昇により経営が圧迫されている。 

提案技術は、投資回収年数が 3～5 年と高い事業性を持つ技術であり、一部の投資力のあ

る大企業だけでなく、中堅企業も含めて裾野広く普及させるポテンシャルを持っている。本

調査内で省エネ提案を行った企業のうち、A 社と B 社は中堅企業である。これら 2 社への

ヒアリングの結果、今回の提案における投資回収年数（3 年以内）については妥当な範囲で

あるとの見解があり、事業実施に対する意欲が示されている。 

このように、省エネによるエネルギーコストの削減により、企業の競争力強化、ひいては

タイ製造業の国際的な競争力強化につながると考えられる。 

 

 

４－１－３ 投資促進、技術移転効果 

 

タイ政府は、海外からの投資や技術移転を奨励している。省エネルギーの分野においても、
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2016 年までの計画として技術開発の促進が含まれている9。本事業の実施により、これまで

タイには存在しなかった、生産工程のエネルギー効率最適化技術が移転されることとなる。

先述の通り、タイの食品飲料産業の市場規模は大きく、かつエネルギー消費量も大きな割合

を占めることから、国内での波及効果が期待できる。 

また、将来的に当社が現地法人会社をタイに設立することも想定しており、海外投資促進

に資するものであると考えられる。 

 

 

４－１－４ 環境改善効果 

 

タイでは、急速な工業化のため、大気汚染、臭気、GHG排出などの環境問題が顕在化し

ている。GHG 排出に関しては、温室効果ガスの低減を目的とした国家気候変動戦略計画

（2008 年～2012 年）を掲げ、自主的な国内炭素取引市場の形成等を推し進めてきた。 

提案技術の導入により、化石燃料の使用を最大で 4 割減少でき、また天然ガス依存の電

力使用を抑制できる。工場での GHG排出量や大気への汚染物質排出量が抑制できるととも

に、電力の効率的利用が可能となる。これは、上述のような政策を後押しすると考えられる。 

 

 

４－１－５ 人材育成プログラムの質的向上効果 

 

本調査における DEDE へのヒアリングによると、DEDE は PEMTC のような人材育成

プログラムを提供しているものの、講義による座学が中心であり、その研修効果が疑問視さ

れている状況である。 

提案技術のような生産物の内容、生産工程、生産量に応じて、必要なエネルギー消費量を

算定し、エネルギーの無駄を特定し、必要な機器を導入していくというエンジニアリング技

術については研修の対象となっておらず、またそれを提供出来る人材も不在である。 

このようなことから、DEDE としては、提案技術を人材育成に活用していくことについ

て関心を寄せている状況である。 

また、具体的な導入サイトをケーススタディとしながら、OJT 方式で人材育成プログラ

ムを提供することにも、関心を寄せている。 

 

 

４－２ ODA 案件化を通じた製品・技術等の当該国での適用・活用・普及による開発効果 

 

提案する省エネ事業を実施した場合、得られるエネルギー削減効果及び環境改善効果

（GHG排出量削減）を算出した。3 企業において省エネを実施した場合、合計で 2,000 ト

ン強の CO2削減効果が期待される。 

                                                  
9 DEDE発表資料 “Current Situation and Challenges in EE Standard and Labeling Policy 

Development in Thailand” 2013年 2月 
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図 4-1 省エネ提案を行った企業におけるエネルギー削減効果及び GHG削減効果 

 

 

４－３ ODA 案件の実施による当該企業の事業展開に係る効果 

 

「2-4-2 当事業の市場規模」においても推計値を示したが、タイの食品飲料会社に対し

てエンジニアリングサービスを提供する場合の市場規模は、約 650 億円と大きい。当社と

しては、本調査を通じてニーズを確認した企業を皮切りに、今後積極的に事業展開を進めて

いきたいと考えている。 

煮沸釜からの熱回収シス
テム

醸造 重油 400 kg 1.3

重油 800 kg 2.7

電気 1,100,000 kwh 562.1

CO2の回収、液化装置 発酵 電気 400,000 kwh 204.4

多段化冷却 冷却 電気 要精査 -

ボトル洗浄機からの排熱
回収システム

パッケージ 重油 要精査 -

エアコンプレッサー及び生
産物の冷却過程からの排

熱回収

原料の混合、滅
菌

重油 100 kg 0.3

ボイラーの小型化・高効
率化

原料の混合前、
滅菌

重油 要精査 -

水冷式クーリングタワー
の導入

空調 電気 要精査 -

スチーマーからの蒸気回
収

麺のスチーム工
程

天然ガス

フライヤーからの排熱回
収

麺のフライ工程 天然ガス

吸収式冷凍機の空調へ
の導入

空調、冷却 電気 1,200,000 kwh 613.2

合計 2,272

削減エネルギー量
エネルギーの
種類

削減エネルギー量
の単位

B社

C社

会社名 提案技術 工程

滅菌
ヒートポンプの滅菌工程

への導入

A社

GHG削減量
【t-CO2/年】

888400,000 m2
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本事業の普及展開に当たっては、企業が十分にメリットを理解し、投資判断を行えること

が重要である。また、本省エネ技術はタイにおいて新しい技術であるため、今後認知を高め

ていく必要がある。本事業はタイの省エネルギー政策に整合し、DEDE 等の政府機関にお

いても普及啓発活動が進められていることから、ODA 案件を通じた政府機関との連携が有

効であると考えられる。ODA 案件の具体的な提案は第 5 章に記すが、官民ワーキンググル

ープによる検討会の実施、実機導入工場におけるケーススタディ、技術研修等を行い、関係

者の技術に対する理解を深めていく。さらに、検討会を通じ、本技術の国内での普及展開施

策を検討し、可能な限り政策への反映を提言していく。 

このように、ODA 案件の実施により、現地政府機関の協力により、本事業に関して広範

な認知向上効果が期待される。 
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第5章 ODA案件化の具体的提案 

 

５－１ ODA 案件概要（民間技術普及促進事業） 

 

食品飲料工場の生産工程における全体最適型省エネルギーシステムは、タイにおいて殆

ど導入実績のない技術であり、その普及にはステークホルダーによる認知、理解促進が必要

である。そこで、本調査では、省エネ技術普及セミナーを実施し、当該技術の認知拡大を図

った。 

今後、タイにおいて技術普及を促進していくためには、企業のエネルギー管理者やエンジ

ニアリング会社が当該技術の理解を深めるとともに、具体的な工場をモデル工場として省

エネシステム導入効果を実証し、その効果を周知することが必要であると考えられる。そこ

で、ODA において以下のように省エネ技術者育成プロジェクトを実施することを提案する。 

 

 

 

図 5-1 省エネ技術者育成プロジェクトの概要 

 

 

５－１－１ 官民ワークショップの開催 

 

官民連携型のワークショップ（WS）を現地で開催する。 

本 WS に政府機関関係者が参画することにより、生産工程に踏み込んだ省エネ技術をタ

イ国内で幅広く普及させることも可能と考える。また、我が国の省エネ技術のメカニズムや

モデル工場

日本政府

DEDE

省エネ機器

省エネシステム導入

補助金

シミュレーション、設計

工事会社

官民ワークショップの開催
（ケーススタディ、国内普及策検討、現地視察、セミナー開催）

ケーススタディ、現地視察 参加

事務局として

参加

ODA案件：省エネ技術者育成プロジェクト

金融機関エンジニアリング会社食品飲料会社

参加 参加 参加

参加、協力

ODA費用

あいあいエナジー

日本招聘事業
（先進工場・省エネ機器メーカー視察、技術指導、日本の政策紹介）

レノバ

参加

参加 参加
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有効性がタイ政府機関関係者に理解されることによって、照明や空調の省エネにとどまっ

ているタイの省エネ政策の一段の深化が期待される。 

WS では、タイ政府関係者や省エネに関心の高い食品飲料企業、ESCO 企業、金融機関、

エンジニアリング会社等を集め、モデル工場における省エネシステムの概要、事業の進め方

（体制、スケジュール、ファイナンス等）、期待される省エネ効果、機器導入後の運用方法

といった内容に関してケーススタディを行う。 

さらに、タイ国内での取組拡大のため、DEDE をはじめとした政府機関、食品飲料会社、

金融機関、エンジニアリング会社、ESCO 企業等を招いたセミナーを開催し、事業成果を発

表する。 

 

（期待される効果） 

� 企業における省エネ事業のメリット理解、投資判断の促進 

� ステークホルダー間での理解共有、連携促進 

� 省エネ事業の国内での取組拡大 

� エネルギー省による普及啓発活動の促進 

� DEDE が提供する省エネ人材育成プログラムの質向上 

 

 

５－１－２ 日本招聘事業 

 

提案する省エネシステムは、タイではまだ導入事例のない新しい技術であるため、実際の

システムの運用状況を確認することにより、技術への理解が深められると考えられる。 

そのために、エネルギー省技師、省エネシステムの導入意向が高い企業の経営層やエネル

ギー管理者、エンジニアリング会社等を招聘し、日本の食品飲料工場における省エネシステ

ム運用現場の視察や技術指導を行う。また、省エネ機器メーカーの工場視察による我が国製

品の紹介、我が国の関連制度の講義を実施する。 

 

（期待される効果） 

� 上記ステークホルダーの省エネ知識・ノウハウの向上 

� 企業における省エネ事業のメリット理解、投資判断の促進 

� 我が国省エネ技術・関連制度のタイでの活用促進 

� 我が国省エネ技術の有用性のアピール、理解促進 

 

 

５－２ 具体的な協力内容及び開発効果 

 

５－２－１ 案件の目標・成果 

 

(1) プロジェクト目標 

食品飲料工場における生産プロセス全体を通じた省エネシステムに関し、政策担当者や
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現地エンジニアの技術に対する理解を促進し、さらにその効果を広く周知することにより

タイ国内での取組を促進する。ひいては、本省エネプロジェクトを通じて、4－1 に示した

ような開発課題の解決に貢献する。 

 

(2) 成果 

� 生産プロセス全体を通じた省エネシステムのメカニズムが、エネルギー省関係者

や工場のエネルギー管理者、エンジニアリング会社等のステークホルダーにより

理解される 

� 技術の有効性がエネルギー省関係者に理解されることにより、新たな省エネ促進

策が検討される等、政策への反映が促される素地が整備される 

モデル工場における省エネシステムの効果実証により、我が国技術の理解が深ま

り、企業の省エネへの投資意欲が高められる 

 

 

５－２－２ ODA 案件の詳細 

 

以下に、省エネ技術者育成プロジェクトの詳細を示す。実施に当っては、政府関係者を含

めたステークホルダー間での連携を図り、プロジェクトの円滑な運営に留意する。 

 

① 官民ワークショップの開催 

省エネシステムの理解を深め、また国内での普及施策を検討することを目的に、政府機関

と民間企業が一同に会する官民ワークショップを開催する。現時点で想定しているメンバ

ー及び活動内容は以下の通りである。 

 

 

表 5-1 官民ワークショップの開催案 

項目 内容 

メンバー （政府機関） 

� 外務省、JICA 

� エネルギー省 DEDE 省エネ局、PEMTC講師等の技師 

（日本企業） 

� レノバ 

� あい・あいエナジーアソシエイツ 

（現地企業） 

� モデル工場保有企業 

� 省エネに意欲的な食品飲料会社（本調査での発掘企業を中

心に招集） 

� 現地金融機関 

� 現地／日系エンジニアリング会社 
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項目 内容 

プログラム案 【検討会】 

� 省エネ技術の説明（全体、個別機器、プラントメンテナン

ス） 

� 他国における食品飲料工場での省エネ事例の紹介 

� モデル工場における省エネ効果のケーススタディ 

� 国内での普及施策の検討 

� C/P 間での連携施策の検討 

� DEDE研修プログラムへの反映方法の検討 

 

【現地視察】 

� モデル工場における機器据付、運用状況の確認 

 

【省エネ普及セミナーの開催】 

� 省エネ技術の説明 

� モデル工場におけるケーススタディの発表 

� 省エネ事業に活用可能な制度の紹介 

日数・期間 検討会 3時間×2 回程度 

現地視察 1 日 

省エネ普及セミナー 1 日 

 

 

② 日本招聘事業 

運用現場視察と技術指導することを目的に、本邦への受入活動を実施する。現時点で想定

している招聘者及び活動内容は以下の通りである。 

 

 

表 5-2 日本招聘事業の開催案 

項目 内容 

招聘者 · エネルギー省 DEDE 技師 

· 現地エンジニアリング会社 

· 省エネに意欲的な食品飲料会社 

※上記WS メンバーの中から数名を招聘 

プログラム案 � 省エネシステム導入工場の視察 

（例）キリンビール神戸工場、サントリー熊本工場 他 

※日本で最先端の省エネ技術が導入されている工場 

※視察においては、ハード技術の説明に加え、運用面やメ

ンテナンスの方法等に関しても紹介を行う 

� 省エネ機器メーカーの視察 
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項目 内容 

前川製作所守谷工場 他 

· 省エネ技術指導 

· 日本の省エネ関連政策、制度の講義 

· JICA 表敬訪問、ディスカッション 

日数・期間 5 日間程度 

 

 

５－２－３ 先方実施機関（C/P機関） 

 

技術者育成事業について、現地 C/P機関として以下を想定している。 

 

 

表 5-3 技術者育成事業の先方 C/P機関（案） 

分類 機関名 役割 

政府機関 エネルギー省 DEDE 省エ

ネ局 

� WS への参画 

� 技術の普及方策の検討 

� 省エネ普及セミナーの開催 

モデル工場 A 社、B 社、C 社のうち 1箇

所程度（現時点での想定） 

� WS への参画 

� 実証サイトの提供 

� エネルギー消費データの提供等、WS

におけるケーススタディへの協力 

省エネに関心

の高い食品飲

料企業 

F 社（ソルビトール）、E 社

（シーフード加工）、I 社（シ

ーフード加工）、J 社（シー

フード加工）、D 社（コーヒ

ー飲料）、G 社（アイスクリ

ーム）、L 社（パン粉）、K

社（パン粉）、H 社（乳製品） 

� WS への参画 

� 省エネ技術・メリットの理解 

� 自社取り組みの検討 

省エネ事業ス

テークホルダ

ー 

現地エンジニアリング会社

（P 社、Q 社 他） 

� WS への参画 

� 省エネエンジニアリング能力の習得 

現地金融機関（S 社 他） � WS への参画 

� 顧客への省エネ取組の推進 
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５－２－４ 実施体制及びスケジュール 

 

本事業の日本側の実施体制及びスケジュールを以下に示す。 

 

表 5-4 事業実施体制（案） 

分類 機関名 役割 

提案企業 レノバ � 技術者育成事業の企画・実施 

� 実証事業の全体統括 

� 実証事業における省エネ効果、事業採

算性の評価 

外部人材活用 あい・あいエナジーアソシ

エイツ 

� 技術者育成事業における技術指導 

� 実証事業における省エネシミュレー

ション、システム設計 

 

 

 

図 5-2 事業実施計画（案） 

 

 

５－２－５ 協力概算金額 

 

技術者育成事業及び実証事業のそれぞれについて、必要となる費用項目と概算金額、また

活用を検討する JICA 事業を下表にまとめる。 

 

 

表 5-5 事業実施体制 

項目 技術者育成事業 

費用項目 � 現地渡航旅費 

� 現地普及促進費 

2014年 2015年

実施場所 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

官民ワークショップ タイ

　　　検討会開催 タイ

　　　現地視察 タイ

　　　省エネ普及セミナ－ タイ

日本招聘事業 日本

設計 日本

機器製造 日本

組立 タイ

工事 タイ

試運転、モニタリング タイ

効果検証 日本

事業採算性評価 日本

省エネ技術

者育成プロ

ジェクト

（ODA）

省エネシス

テム導入

視察

視察

視察
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項目 技術者育成事業 

� 国内普及促進費 

� 管理費 

� 外部人材活用費 

概算金額 2千万円 

活用する JICA 事業 開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業 

 

 

５－３ 他 ODA 案件との連携可能性 

 

上記 ODA 事業の実施に当っては、省エネ技術者の養成機関である PEMTC との連携が

考えられる。PEMTC では、個別の産業機器に関して省エネの技術指導が行われているが、

生産工程全体を通じた省エネに関するプログラムはない。そもそも、タイを始めとするアジ

アの開発国においては、工場全体のエネルギー最適化を図るエンジニアリング技術が存在

しないからである。そこで、提案する ODA 事業において、PEMTC 技師を官民ワークショ

ップのメンバーとして加え、習得されたノウハウを研修プログラムへ反映することにより、

PEMTC の機能の補強を図ることができる。 

ただし、本調査における C/P は DEDE省エネ局であり、同人材開発局傘下の PEMTC と

内部連携するかどうかは、DEDE局内の調整が必要とのことで、場合によっては DEDE省

エネ局のものとでプログラムを推進するほうが、円滑に進められる可能性も考えられる。 

 

 

５－４ その他関連情報 

 

上記 ODA 事業案について、C/P として想定される DEDE の省エネ局に説明を行ったと

ころ、提案内容について概ね了解を得ることができた。 

省エネ局として、On the Job Training の研修が重要であると考えており、当社からの提

案のように、具体的な導入サイトをケーススタディとしたトレーニングプログラムは有効

であるとの考えが示された。 

さらに、具体的に ODA 事業として進めるのであれば、具体的なプロセスを協議したいと

の意向が示された。C/P として、PEMTC は人材開発局が所管しているが、小さな設備の導

入について机上の研修をするものなので、今回の提案するトレーニングプログラムとは異

なり効果は高いとは思えないため、適当でないとの意見が挙げられた。 

したがって、まずは省エネ局を C/P として ODA 事業化を目指すことで了解が得られた。 

一方、本 ODA 事業を実施するにあたっては、モデル工場からどの程度の情報提供を受け

られるかが課題である。これに関しては、使用するデータは実測データを加工したものを用

いるなど機密性を担保しつつ、モデル工場にとってのメリットを付加することが必要であ

ると考えられる。例として、DEDE により環境先進企業としての PR や表彰が受けられる

といったインセンティブの付与が考えられる。 
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別添資料 1 セミナープレゼン資料（レノバ） 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

別添資料 2 セミナープレゼン資料（あい・あいエナジー） 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

別添資料 3 現地調査資料「非公開部分につき非表示」 
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